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説

二
号
(
昭
和
五
七
年
)
八
一
頁
以
下
、
五
六
巻
一
号
(
昭
和
五
八
年
)

夫
『
体
系
的
量
刑
論
』
(
平
成
三
年
)
一
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

)11 
崎

五
六
巻
二
号
(
昭
和
五
八
年
)

六
O
頁
以
下
、

六
二
良
以
下
、

論

諸
草
案
お
よ
び
現
行
刑
法
典
に
お
け
る
量
刑
基
準

一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
は
、
量
刑
基
準
を
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

一
九

O
二
年
か
ら
刑
法
改
正
作
業
が
開
始
さ
れ
、
第

二
次
世
界
大
戦
前
に
発
表
さ
れ
た
諸
草
案
(
一
九

O
九
年
予
備
草
案
八
一
条
・
一
九
一
一
年
予
備
草
案
代
案
八
一
条
・
一
九
一
三
年
刑
法
委

員
会
草
案
一
一

O
条、

一
九
一
九
年
草
案
一

O
六
条
、

一
九
二
二
年
ラ

l
ト
ブ
ル
フ
草
案
六
七
条
・
一
九
二
五
年
草
案
六
七
条
・
一
九
二
七

年
草
案
六
九
条
・
一
九
三

O
年
草
案
六
九
条
)

は
、
い
ず
れ
も
量
刑
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
考
慮
す
べ
き
量

刑
事
情
を
掲
げ
る
と
い
う
立
法
形
式
の
み
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
「
責
任
」
と

(2) 

般
的
な
量
刑
基
準
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
ピ
ル
ク
マ
イ
ヤ

i
突
出
ユ

g
ロ
∞
可
昨
ヨ
ミ
巾
「
)
と
リ
ス
ト
(
司
『

E
N
〈
。
ロ
戸
目
的
豆
、

(
3
)
 

の
争
い
が
存
在
し
、
そ
の
一
方
の
立
場
を
採
る
こ
と
を
諸
草

「
刑
罰
」

の
関
係
や
、
刑
罰
目
的
を
明
示
す
る
と
い
っ
た
一

ヒ
ッ
ペ
ル

(moZユ
〈
。
ロ
自
宅
内
】
)
ら
に
よ
る
「
古
典
学
派
」
対
「
近
代
学
派
」

案
が
回
避
し
て
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

以
下
に
お
い
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
公
表
さ
れ
た
諸
草
案
、
お
よ
び
現
行
刑
法
典
に
示
さ
れ
た
量
刑
規
定
を
概
観
し
、

(4) 

的
立
場
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

内〆“

そ
の
基
本

(
5
)
 

ド
イ
ツ
刑
法
改
正
作
業
は
、
連
邦
司
法
省
に
お
い
て
一
九
五
三
年
に
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
最
初
の
成

(
6
)
 

果
と
し
て
、
刑
法
大
委
員
会
百

g
p
m
g
E守
2
富
田
宮
自
己
5
2
0口
)
第
一
読
会
の
決
議
に
よ
る
一
九
五
六
年
刑
法
総
則
草
案
が
公
表
さ
れ
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の

(
西
)
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五
六
年
草
案
で
は
、
量
刑
基
準
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

第
二
条
(
責
任
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
)

責
任
な
く
行
為
し
た
者
は
、
こ
れ
を
罰
し
な
い
。
刑
罰
は
責
任
の
程
度
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
二
条
(
一
般
的
量
刑
事
情
)

刑
の
量
定
に
当
た
り
、
裁
判
官
は
、
法
律
上
の
構
成
要
件
に
属
さ
な
い
事
情
の
い
ず
れ
が
行
為
者
に
不
利
と
な
り
、

か
を
比
較
衡
量
す
る
。
原
則
と
し
て
、
裁
判
官
は
、
次
の
事
情
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

行
為
に
出
た
誘
因
、
行
為
者
の
動
機
及
び
目
的
、

行
為
者
の
心
情
、
意
思
の
方
向
及
び
義
務
違
反
の
程
度
、

使
用
さ
れ
た
手
段
及
び
行
為
の
責
め
に
帰
す
べ
き
結
果
、

行
為
者
の
前
歴
、
そ
の
一
身
的
、
経
済
的
事
情
、
並
び
に
行
為
者
の
行
為
後
の
態
度
、
特
に
行
為
の
結
果
を
回
復
す
る
た
め
の
努
力
。

い
ず
れ
が
有
利
と
な
る

こ
の
よ
う
に
五
六
年
草
案
は
、
二
条
に
お
い
て
「
責
任
」
と
「
刑
罰
」

の
関
係
を
規
定
す
る
と
い
う
形
で
「
量
刑
基
準
」
を
条
文
化
し
、

刑
罰
目
的
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
明
示
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
六
二
条
に
お
い
て
、
考
慮
す
べ
き
量
刑
事
情
を
掲
げ
て
い
る
。

理
由
書
は
、
右
の
二
条
の
命
題
が
、
本
草
案
の
特
徴
を
打
ち
出
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
草
案
は
責
任
刑
法
を
承
認
し
た
こ
と
に

量刑基準に関する一試論 (2) 

な
る
、

と
説
明
す
る
。
さ
ら
に
「
刑
罰
は
責
任
の
程
度
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
は
、
①
責
任
な
き
結
果
は
犯
罪
行
為
に
対
し

て
刑
罰
を
加
重
す
る
端
緒
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
①
行
為
者
の
危
険
性
は
そ
れ
だ
け
で
刑
罰
を
加
重
す
る
根
拠
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
③
責

(
7
)
 

任
に
相
応
す
る
刑
罰
は
特
定
の
目
的
の
た
め
に
乗
り
越
え
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
一
連
の
帰
結
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
。

理
由
書
に
よ
れ
ば

l
右
の
③
の
帰
結
を
前
提
と
し
た
場
合
で
も
|
|
一
般
予
防
・
特
別
予
防
と
い
っ
た
個
々
の
刑
罰
目
的
は
、
責
任
刑

北法43(5・5)841

法
の
内
部
で
顧
慮
さ
れ
う
る
。
責
任
に
相
応
す
る
刑
罰
は
法
定
刑
の
一
定
の
幅
で
示
さ
れ
る
と
い
う
立
場
(
後
述
す
る
「
幅
の
理
論
」
)

を

採
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
幅
の
範
囲
内
で
刑
罰
目
的
に
よ
る
刑
の
加
重
・
減
軽
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
罰
は



説

法
定
刑
の
中
の
た
だ
一
点
に
お
い
て
示
さ
れ
る
と
い
う
立
場
(
後
述
す
る

「
点
の
理
論
」
)

刑
罰
目
的
に
よ
る
刑
の

を
採
っ
た
場
合
に
は
、

減
軽
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
責
任
刑
法
が
意
味
す
る
の
は
、
刑
罰
は
行
為
者
の
責
任
を
常
に
網
羅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

吾';b.

日間

は
な
い
。
原
則
と
し
て
は
、
確
か
に
刑
罰
は
責
任
の
要
求
す
る
量
に
及
ば
ず
に
い
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
例
外
は
あ
り
得
る
。
例
え
ば
行
為

者
の
社
会
復
帰
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
責
任
の
量
を
下
回
る
量
刑
が
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
法
秩
序
の
確
証
が
危
険
に

(
8
)
 

曝
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
五
六
年
草
案
は
、
原
則
的
に
責
任
と
刑
罰
は
相
応
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
、

そ
の
限
り
で
応
報
刑
論
に
立
脚
し
つ
つ

も
、
責
任
は
刑
罰
の
上
限
を
制
約
す
る
が
下
限
は
制
約
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
、

一
般
予
防
・
特
別
予
防
と
い
っ
た
目
的
は

こ
の
責
任
の
上
限
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
考
慮
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
刑
罰
は
責
任
の
程
度
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
二
条
後
段
の
こ
の
規
定
に
対
し
て
は
批
判
が
集
中
し
た
。
例
え
ば
ド
レ

l
ア

l
(
E
E
E
P与
え
)
は
、
①
責
任
の
程
度
を
実
際
に

計
る
こ
と
も
、

ま
し
て
そ
れ
を
確
定
し
た
刑
量
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
②
責
任
刑
法
の
観
点
か
ら
も
、
法
秩
序
の
維
持
、
あ

る
い
は
行
為
者
に
応
じ
た
処
遇
の
た
め
に
、
責
任
の
程
度
を
越
え
る
刑
罰
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
あ
る
③
責
任
が
刑
罰
の
下
限
を
制
約
し
な

(
9
)
 

い
と
す
る
と
、
量
刑
の
範
囲
が
著
し
く
広
が
り
、
責
任
刑
法
か
ら
大
き
く
離
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
と
主
張
し
た
。

(
叩
)

そ
こ
で

l
l
五
九
年
第
一
草
案
二
条
・
六
二
条
は
五
六
年
草
案
と
同
じ
で
あ
っ
た
が

|
1
五
九
年
第
二
草
案
六
二
条
、
六

O
年
草
案

η
3
 

六

O
条
、
六
二
年
草
案
六

O
条
は
、
五
六
年
草
案
二
条
に
該
当
す
る
規
定
を
削
除
し
「
刑
の
量
定
の
基
礎
は
行
為
者
の
責
任
で
あ
る
」
と
い

(
日
)

う
文
言
を
採
用
し
た
。
こ
こ
で
は
六
二
年
草
案
六

O
条
を
見
て
み
よ
う
。

第
六

O
条
(
量
刑
の
基
本
原
則
)

①
刑
の
量
定
の
基
礎
(
の

E
ロ
丘
諸
問
)
は
行
為
者
の
責
任
で
あ
る
。

②
刑
の
量
定
に
当
た
り
、
裁
判
所
は
、
法
律
上
の
構
成
要
件
の
要
素
で
な
い
限
り
、
行
為
者
に
と
っ
て
不
利
な
事
情
及
ぴ
有
利
な
事
情
を
相
互

北法43(5・6)842



に
比
較
衡
量
す
る
。
特
に
次
の
こ
と
を
考
慮
す
る
。

行
為
者
の
動
機
及
ぴ
目
的
、

行
為
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
心
情
及
び
行
為
に
際
し
て
向
け
ら
れ
た
意
思
、

義
務
違
反
の
程
度
、

行
為
実
行
の
種
類
及
び
行
為
の
責
め
に
帰
す
べ
き
結
果
、

行
為
者
の
前
歴
、
そ
の
一
身
的
及
び
経
済
的
状
態
、
並
び
に
、

行
為
後
の
行
為
者
の
態
度
、
特
に
、
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
努
力
。

六
二
年
草
案
理
白
書
は
、

五
六
年
草
案
二
条
後
段
の
「
刑
罰
は
、
責
任
の
程
度
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
を
批
判
し
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
の
規
定
は
、
責
任
と
は
確
定
し
た
刑
量
に
対
応
す
る
一
定
の
大
き
き
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
法

律
が
判
例
と
学
説
を
こ
の
よ
う
な
見
解
に
拘
束
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
責
任
は
、

そ
れ
が
様
々
な
重
さ
を
も

つ
と
し
て
も
、
決
し
て
数
学
的
な
意
味
に
お
け
る
一
定
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

さ
ら
に
、
少
な
く
と
も
確
定
し
た
刑
量
に
対
応

す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
も
有
力
だ
か
ら
で
あ
る
。
草
案
は
、
倍
々
の
行
為
に
対
し
て
法
定
刑
の
広
い
範
囲
内
の
狭
い
幅
に
含
ま
れ

る
様
々
な
大
き
さ
の
刑
罰
が
、

量刑基準に関する一試論 (2) 

い
ず
れ
も
責
任
に
相
応
す
る
も
の
と
み
な
し
う
る
と
い
う
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ

(ロ)

て
い
る
見
解
に
も
余
地
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

さ
ら
に
、
六
二
年
草
案
六

O
条
一
項
の
「
刑
の
量
定
の
基
礎
は
行
為
者
の
責
任
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
の
意
味
に
つ
い
て
理
由
書
は
こ
う

述
べ
る
。
量
刑
に
際
し
て
は
責
任
が
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
刑
罰
は
、
本
質
的
に
責
任
刑
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

刑
罰
の
そ
の
他
の
任
務
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
官
が
責
任
に
相
応
す
る
と
考
え
た
刑
罰
が
、
加
重
・
減
軽
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得

~tj去43(5 ・ 7)843

る
。
た
だ
し
、

そ
の
よ
う
な
考
慮
に
よ
っ
て
、
刑
罰
が
そ
の
核
心
に
お
い
て
責
任
刑
と
は
も
は
や
認
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
責
任
量
か
ら
離
れ
て

と
。
理
白
書
に
よ
れ
ば
、
責
任
が
量
刑
の
「
基
礎
」
で
あ
る
と
は
、

は
な
ら
な
い
、

一
般
予
防
、
特
別
予
防
と
い
っ
た
刑
罰
目
的
か
ら
み
て



説

必
要
な
場
合
に
は
、
責
任
に
対
す
る
償
い
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
範
囲
内
で
、
責
任
を
上
回
っ
た
り
、

(
日
)

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

下
回
っ
た
り
す
る
量
刑
が
許
さ
れ

北法43(5・8)844

論

こ
の
よ
う
に
六
二
年
草
案
六

O
条
一
項
は
、

五
六
年
草
案
二
条
後
段
が
「
責
任
」
を
刑
罰
の

「
上
限
」
と
し
た
の
に
対
し
、
「
責
任
L

を

量
刑
の
「
基
礎
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

i
l
一
定
の
限
度
は
あ
る
も
の
の
「
責
任
」
に
対
す
る
刑
罰
目
的
の
優
位
を
認
め
、
責
任
を

上
(4) 回
る

量
刑
を
も
可
能
と

し
た
の
で
あ
る

右
の
よ
う
な
六
二
年
草
案
を
批
判
し
て
、
パ
ウ
マ
ン
Q
E
『
岡
市
ロ
∞

E
B
Eロ
)
、
ア
ル
ト
ゥ

l
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
(
〉
ユ

Z
こ
F
E
E
Sロ)、

(
日
比
)

ロ
ク
シ
ン

(
Q白
5-NO丘
三
ら
一
四
名
の
学
者
は
、
六
六
年
に
総
則
に
つ
い
て
「
刑
法
改
正
代
案
」
を
共
同
起
草
し
た
。
モ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら

の
脱
却
を
基
本
思
想
と
し
、
法
益
の
保
護
と
行
為
者
の
社
会
復
帰
と
を
刑
罰
目
的
に
掲
げ
つ
つ
、
特
別
予
防
、
特
に
改
善
の
観
点
を
重
視
す

る
多
く
の
刑
事
政
策
的
提
案
を
試
み
た
代
案
は
、
量
刑
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
規
定
を
示
し
た
。

第
二
条
(
刑
罰
と
処
分
と
の
目
的
及
び
限
界
)

①
刑
罰
と
処
分
と
は
、
法
益
の
保
護
と
行
為
者
の
法
的
共
同
体
へ
の
復
帰
に
役
立
つ
も
の
と
す
る
。

②
刑
罰
は
行
為
責
任
の
程
度
を
越
え
て
は
な
ら
ず
、
処
分
は
公
の
利
益
が
優
越
す
る
場
合
に
の
み
命
ぜ
ら
れ
る
。

第
五
九
条
(
量
刑
の
基
本
原
則
)

①
行
為
責
任
が
刑
の
最
上
限
を
決
定
す
る
。
行
為
責
任
は
、
不
利
な
事
情
と
有
利
な
事
情
の
合
体
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
。
法
律
上
の
行
為
事
情

は
、
反
復
し
て
用
い
ら
れ
で
は
な
ら
ず
、
行
為
者
の
責
め
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
行
為
の
効
果
は
考
慮
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
行
為
の
前
後
の
態

度
は
、
そ
れ
が
行
為
責
任
の
程
度
を
推
測
せ
し
め
る
限
り
で
の
み
考
慮
さ
れ
う
る
。

②
行
為
責
任
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
程
度
は
、
行
為
者
の
法
的
共
同
体
へ
の
復
帰
ま
た
は
法
益
の
保
護
が
必
要
と
す
る
限
り
で
の
み
そ
の
最
上

限
ま
で
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

代
案
は
、
二
条
一
項
に
お
い
て
「
法
益
の
保
護
」
及
び
「
行
為
者
の
法
的
共
同
体
へ
の
復
帰
」
と
い
う
刑
罰
目
的
を
掲
げ
、
二
条
二
項
に



お
い
て
「
刑
罰
は
行
為
責
任
の
程
度
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
L

と
規
定
す
る
。
前
者
は
従
来
の
諸
草
案
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

後
者
は
五
六
年
(
及
び
五
九
年
第
一
)
草
案
の
二
条
後
段
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
五
六
年
草
案
と
、
代
案
の
基
本
的
思
想
は

全
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
代
案
理
白
書
の
説
明
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

代
案
理
由
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
二
条
一
項
は
、
刑
法
が
制
裁
法
と
し
て
、
人
間
に
必
要
な
、
法
の
平
和
秩
序
維
持
に
奉
仕
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
刑
罰
を
科
す
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
形
而
上
学
的
な
現
象
で
は
な
く
、
人
間
が
本
来
そ
う
し
た
も

の
で
あ
る
よ
う
に
、
不
完
全
な
存
在
で
あ
る
共
同
体
の
や
む
を
得
な
い
必
要
性
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
少
な
か
ら
ぬ
場
合
に
お
い
て
、
法

違
反
者
は
、

た
だ
法
秩
序
の
存
続
の
た
め
に
自
己
の
法
益
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
侵
害
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
言
い
う
る
。
こ

の
こ
と
は
、
重
大
な
法
侵
害
や
最
も
重
大
な
法
侵
害
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
場
合
、
又
は
過
失
犯
が
問
題
と
な
る
場
合
に
特
に
当
て
は
ま
る
。

し
か
し
、
法
秩
序
は
、
法
違
反
者
が
再
び
法
に
違
反
し
な
い
よ
う
に
導
か
れ
る
と
き
、
最
も
良
く
確
保
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
制
裁
は
、

必
要
か
っ
可
能
な
場
合
に
、
有
罪
の
判
決
を
受
け
た
者
を
自
由
な
法
的
共
同
体
へ
再
び
復
帰
さ
せ
る
こ
と
に
役
立
つ
よ
う
、
ま
た
は
少
な
く

(
日
}

と
も
で
き
る
だ
け
少
な
い
損
害
し
か
生
ぜ
し
め
な
い
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

量刑基準に関する一試論 (2) 

二
条
二
項
に
つ
い
て
、
代
案
理
由
書
は
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
刑
罰
が
行
為
責
任
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
最
上
限
に
拘
束
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
様
々
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
責
的
な
行
態
は
、
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
の
絶
対
的
条
件
で
あ
り
、
常
に

そ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
、

そ
の
一
つ
で
あ
る
。
刑
罰
を
行
為
責
任
に
よ
っ
て
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

法
治
国
に
と
っ
て
唯
一
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
代
案
の
起
草
者
達
は
、
行
為
責
任
を
厳
密
に
数
量
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

北法43(5・9)845

る
と
い
う
点
に
つ
い
て
合
意
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
許
さ
れ
て
い
る
刑
罰
の
最
上
限
を
行
為
責
任
と

結
び
つ
け
る
こ
と
の
中
に
、
法
治
国
家
に
必
要
な
安
全
装
置
が
あ
る
。
そ
れ
は
刑
罰
が
特
別
予
防
的
な
理
由
か
ら
|
|
そ
れ
が
改
善
で
あ
っ

て
も
、

ま
た
保
安
で
あ
っ
て
も
ー
ー
そ
の
限
度
を
越
え
る
こ
と
を
排
除
す
る
。
さ
ら
に
そ
の
拘
束
に
よ
っ
て
、
個
々
の
事
例
に
お
け
る
一
般



説

予
防
の
考
慮
が
、

よ
り
高
い
刑
を
導
く
こ
と
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
本
項
は
、
実
際
に
科
さ
れ
る
刑
罰
が
常
に
、
行
為
責

任
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
刑
罰
の
最
上
限
に
ま
で
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
五
九
条
二
項
が
示

論

す
よ
う
に
、
刑
罰
は
、
行
為
責
任
と
い
う
最
上
限
に
よ
っ
て
ひ
か
れ
た
限
界
の
範
囲
内
で
、
行
為
者
の
法
的
共
同
体
へ
の
復
帰
ま
た
は
法
益

(
日
山
)

の
保
護
が
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
特
別
予
防
・
一
般
予
防
の
必
要
性
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

右
に
見
た
理
由
書
の
説
明
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
代
案
は
応
報
刑
論
に
訣
別
し
、
寸
法
益
の
保
護
」
を
内
容
と
す
る
一
般
予
防
を
考
慮

し
つ
つ
も
特
別
予
防
論
に
重
点
を
置
い
た
目
的
刑
論
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
治
国
家
的
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
、
行
為
責
任
に
よ
っ

て
刑
罰
の
最
上
限
が
定
め
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
刑
罰
が
責
任
に
相
応
す
べ
き
も
の
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
特
別
予
防
・
一
般
予
防

の
必
要
性
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
上
限
と
し
て
の
責
任
に
達
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
五
六
年
草
案
は
、
刑
罰
の

上
限
は
責
任
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
応
報
刑
論
に
優
位
を
認
め
る
立
場
か
ら
、
原
則
的
に
は
刑
罰
は
責
任
の
要
求
す
る
量
に
及
ぶ
べ
き
で

あ
る
と
し
、
刑
罰
が
責
任
に
相
応
す
べ
き
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
代
案
に
お
い
て
は
、
行
為
責
任
を
上
限
と
し
、
予
防
的
考
慮
に
よ
っ
て
刑
を
導
く
と
い
う
量
刑
基
準
が
新
た
に
提
唱
さ
れ
た

の
で
あ
る
。し

か
し
連
邦
議
会
に
お
い
て
一
九
六
三
年
三
月
か
ら
審
議
を
続
け
て
い
た

「
刑
法
」
特
別
委
員
会
(
∞

g
骨
2
5包
E
P
3
P「
阜

F
h
u
 

『巾円

Z
R
号凹

0
2
5各
市
ロ
∞

g
a
g
g開
巾
印
)
の
多
数
意
見
は
、
代
案
に
対
し
批
判
的
な
見
解
を
述
べ
た
。
ま
ず
、
代
案
二
条
二
項
の
原
則
を
法

規
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
は
、
特
に
そ
の
命
題
が
上
告
審
に
と
っ
て
克
服
し
難
い
困
難
を
生
ぜ
し
め
る
か
ら
適
切
で
は
な
い
、

と
し
た
。

さ
ら
に
、
代
案
五
九
条
一
項
一
段
に
つ
い
て
も
、
こ
の
規
定
は
責
任
を
確
定
し
た
刑
量
に
対
応
す
る
一
定
の
大
き
さ
と
理
解
す
る
見
解

i
l

い
わ
ゆ
る
「
点
の
理
論
」

l
l
に
基
づ
い
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
見
解
に
反
対
す
る
学
説
、
す
な
わ
ち
責
任
は
数
学
的
な
意
味
に
お
け
る

一
定
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
少
く
と
も
責
任
は
確
定
し
た
刑
量
の
中
に
対
応
す
る
も
の
を
見
出
す
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
見
解

北法43(5・10)846



も
有
力
で
あ
り
、
ま
た
、
連
邦
裁
判
所
の
一
部
は
、
む
し
ろ
、
法
定
刑
の
枠
内
に
あ
る
比
較
的
狭
い
範
囲
内
に
お
け
る
様
々
な
量
刑
が
い
ず

れ
も
責
任
に
相
応
す
る
と
み
る
立
場

l
|
い
わ
ゆ
る
「
幅
の
理
論
」

l
i
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
中
の
特
定
の
見
解

(
U
)
 

を
立
法
化
す
る
こ
と
に
は
難
点
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
九
年
に
「
刑
法
改
正
第
一
法
律
」
(
開
Z
Z目
。
2
2
N
N
巴
「
河
色
。
「
自
己
冊
目
∞
可
え
足
早
広
)
お
よ
ぴ

「
刑
法
改
正
第
二
法
律
」

(NZ目
5

。
2
2
N
N
E吋河内問。『
B
S
Z
ω
片
「
弘
司
巾
円
宮
田
)
が
成
立
し
た
。
量
刑
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
は
、
第
一
法
律
が
二
二
条
に
お
い
て
規
定
し
、
第
二

法
律
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
四
六
条
と
し
て
受
け
継
い
で
い
る
。
第
二
法
律
は
そ
の
後
、

(
時
)

分
と
し
て
施
行
さ
れ
た
。
条
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
七
五
年
一
月
一
日
よ
り
現
行
刑
法
典
の
総
則
部

量刑基準に関する一試論 (2) 

第
四
六
条
(
量
刑
の
基
本
原
則
)

①
行
為
者
の
責
任
は
、
刑
の
量
定
の
基
礎
で
あ
る
。
刑
が
社
会
に
お
け
る
行
為
者
の
将
来
の
生
活
に
与
え
る
と
期
待
し
う
る
効
果
を
考
慮
す
る

も
の
と
す
る
。

②
刑
の
量
定
に
当
た
り
、
裁
判
所
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
有
利
な
事
情
及
び
不
利
な
事
情
を
相
互
に
比
較
衡
量
す
る
。
そ
の
際
に
、
特
に
、
次

の
こ
と
を
考
慮
す
る
。

行
為
者
の
動
機
及
ぴ
目
的
、

行
為
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
心
情
及
び
行
為
に
際
し
て
向
け
ら
れ
た
意
思
、

義
務
違
反
の
程
度
、

行
為
実
行
の
種
類
及
び
行
為
の
責
め
に
帰
す
べ
き
効
果
、

行
為
者
の
前
歴
、
そ
の
一
身
的
及
び
経
済
的
状
態
、
並
び
に
、

行
為
後
の
行
為
者
の
態
度
、
特
に
、
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
の
努
力
。

③
す
で
に
法
律
上
の
構
成
要
件
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
事
情
は
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
ゆ
)

新
総
則
四
六
条
一
項
は

l
l
六
二
年
草
案
六

O
条
一
項
の
主
語
と
補
語
を
入
れ
換
え
て

i
l

jヒj去43(5・11)847

「
行
為
者
の
責
任
は
、

刑
の
量
定
の
基
礎
で



説

あ
る
」
と
規
定
し
、
新
た
に
後
段
と
し
て
、
「
刑
が
社
会
に
お
け
る
行
為
者
の
将
来
の
生
活
に
与
え
る
と
期
待
し
う
る
効
果
を
考
慮
す
る
」

自命

と
い
う
文
言
を
追
加
し
た
。
六
二
年
草
案
と
同
様
に
責
任
が
量
刑
の
「
基
礎
」
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
量
刑
過
程
に
お
け
る

一一初)

裁
判
官
の
目
標
観
念
と
し
て
特
別
予
防
的
観
点
を
強
調
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

四
六
条
一
項
前
段
と
後
段
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
報
告
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
責
任
に
相
応
し
た
刑
に
は
幅
が
あ
る
と
い
う
理
論
(
幅

の
理
論
)
を
採
る
場
合
に
は
、
量
刑
の
他
の
観
点
、
特
に
特
別
予
防
的
観
点
は
そ
の
幅
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
。
ま
た
、

責
任
に
相
応
し
た
刑
は
点
で
示
さ
れ
る
と
い
う
理
論
(
点
の
理
論
)

一
項
後
段
は
、
責
任
の
量
か
ら
一
定
限
度
で
離
れ

を
採
る
場
合
に
は
、

る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
例
を
解
決
す
る
余
地
を
与
え
る
。
そ
の
場
合
に
、
刑
は
責
任
の
程
度
を
上
回
る
こ
と
も
下
回
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
が
、
責
任
に
対
す
る
正
当
な
均
衡
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、

そ
の
核
心
に
お
い
て
責
任
刑
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
ほ
ど
責
任
の

限
度
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
点
の
理
論
を
採
っ
た
場
合
に
、
一
般
予
防
の
理
由
か
ら
責
任
の
程
度
を
上
回
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

特
別
委
員
会
の
誰
も
が
賛
成
し
な
か
っ
た
。
他
方
、
特
別
予
防
の
観
点
か
ら
責
任
の
程
度
を
下
回
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
、
特
別
予
防
、

(
幻
)

法
秩
序
の
確
証
、
法
的
平
等
性
と
い
う
諸
要
求
を
相
互
に
比
較
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

j
!
と。

な
お
、

一
九
八
六
年
二
一
月
一
八
日
に
成
立
し
た
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
地
位
を
改
善
す
る
た
め
の
第
一
法
律
(
被
害
者
保
護

法
)
」
(
開

2
丹市師。

2
2
N
N
E「
〈
巾
『
σ
2凹
巾
吋
ロ
ロ
四
品
2
ω
E
-
z異
色
2
〈
2
Z
R丹市ロ

5
2
2『〈
q
p
u「巾ロ
(O-)
『巾『的門町三
N同
22N))
に
よ
り
、

条
二
項
の
最
後
の
文
言
は
「
行
為
後
の
行
為
者
の
態
度
、
特
に
損
害
を
回
復
す
る
た
め
の
努
力
及
び
被
害
者
と
和
解
す
る
た
め
の
努
力
」
と

(
辺
)

変
更
さ
れ
た
。

(6) 

以
上
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
諸
草
案
お
よ
び
現
行
刑
法
典
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
「
責
任
」
と
「
刑
罰
」

の
関
係
を
明
示
す
る
と
い
う
形
で
の
一
般
的
量
刑
基
準

i
い
わ
ゆ
る
「
量
刑
に
お
け
る
責
任
主
義
」
ー
ー
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

代
案
と
現
行
刑
法
典
に
は
、
刑
罰
目
的
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
責
任
」
と
「
刑
罰
」

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
川
五
六
年
草
案
・

jじ法43(5・12)848

四
六



五
九
年
第
一
草
案
お
よ
ぴ
代
案
の
よ
う
に
「
責
任
」
を
刑
罰
の
「
上
限
」
と
す
る
類
型
と
、

ω五
九
年
第
二
草
案
・
六

O
年
草
案
・
六
二
年

草
案
お
よ
ぴ
現
行
刑
法
典
の
よ
う
に
「
責
任
」
を
量
刑
の
「
基
礎
」
と
す
る
類
型
に
分
か
れ
る
。
も
っ
と
も
川
の
類
型
の
場
合
、
代
案
と
そ

の
他
の
草
案
と
で
は
基
本
的
思
想
が
異
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
の
対
立
は
、
「
量
刑
に
お
け
る
責
任
主
義
」

に
つ
い
て
、
応
報
刑
論
を
重
視
し
た
立
場
か
ら
理
解
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
目
的
刑
論
を
重
視
し
た
立
場
か
ら
理
解
す
る
の
か
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
前
者
の
理
解
に
お
い
て
も
、
量
刑
に
際
し
て
は
一
般
予
防
・
特
別
予
防
と
い
っ
た
刑
罰
目
的
が
考
慮
さ
れ
う
る
。
量
刑
は
基
本

的
に
「
責
任
」
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
予
防
的
考
慮
を
働
か
せ
る
余
地
も
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
支
え
て
き
た

有
力
な
根
拠
づ
け
の
一
っ
と
し
て
、
諸
草
案
の
理
白
書
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
た
「
幅
の
理
論
」
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
次
に
、

こ
の
理
論
の
意
義
と
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

量刑基準に関する一試論 (2) 

(2)
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
諸
草
案
に
お
け
る
量
刑
規
定
に
つ
い
て
は
、
荘
子
・
前
掲
論
文
(
注
1
)
四
二
八
頁
以
下
参
照
。
〈
間
一

F
E
P
O
B

同
州
市
円
宮
門
己
巾
『
ω
門
『
島
町
N
ロ
富
市
開
閉
山
戸
』
口
同
(
〉
E
=
e
H
)
・
∞
ω
同
『
]
「
・
【
同
市
『
凶
J

∞
門
「
白
『
N
E
呂
町
的
目
=
口
問
凶
『
巾
円
}
M
F
〉
=
間
内
回
出
2
ロ
め
『
、
吋
2
戸
]
{
'
〉
Z
E
-
-
m
w
m
山
斗
・
ω
H
O
品
同
町
盲

(
3
)
〈
開
「
田
内
M
E
〈
。
ロ
虫
『

r
g巾
苫
『
・
ω
片
安
比
四
ロ
N
C
含
自
国
E
H
V
仲
間
『
=
ロ
含
忠
N
門
-
q
B
o
ι
巾
5
2
m
H
円
F
E
E
間
F
B
ω
q
m
w
P
2
Z
'
z
Z
F
円
Z
ι
5
、
叶
酎
ゲ
目
。
田
内
田
市
吋
ロ
ι
巾
『

、H，M
V

門
司
『
回
日
同
N
Z
F
町
田
仲
『
同
一
『
内
ロ
J
H
m
w
c
m
Y
E
同
釦
『
-
〈
C
ロ
ロ

R
r呂
町
可
巾
『
E
ロ
己
』
D
E
即
ロ
ロ
巾
印
Z
白
血
也
市
『
(
F
『
印
同
・
)
噌
聞
ハ
コ
門
戸
的
円
宮
市
回
色
丹
『
世
間
巾
N
E
『
∞
円
「
白
同
『
巾
内
向
】
門
的
『
巾
一
『
C
「

g-

∞
巴
・
戸
同
市
山
斗
∞
(
Z
2
E
『
ロ
円
宵
岳
山
・
〉
=
∞
四
回
『
巾
「
2
司
山
口
問
・
回
目
山
。
。
)
司
司
『
釦
ロ
N
〈
ロ
ロ
戸
Z
N
F
印
門
『
白
『
『
巾
円
宮
-
E
F
巾
〉
巴
町
田
町
伊
丹
N
巾
ロ
ロ
品
〈
0
2
「
田
岡
市
・
N
d
〈
2
丹
市
吋
∞
田
口
己
・
∞
-

N
Z
-
-
r
F
巾
『

Z
S
5
3巾
「
〈
2
2
Z
R
戸
ω
n
z
r
g
H
5
2
z
u
z
p
垣
内
円
Z
-
N
p
g
g
-
5
5
・
∞
-
∞
コ
ロ
・

(
4
)
ド
イ
ツ
に
お
け
る
第
二
次
大
戦
後
の
諸
草
案
お
よ
び
現
行
刑
法
典
上
の
量
刑
基
準
に
つ
い
て
は
、
荘
子
・
前
掲
論
文
(
注
1
)
四
四
五
頁
以
下
、

阿
部
・
前
掲
論
文
(
注
1
)
(
上
)
三
頁
以
下
、
同
「
西
ド
イ
ツ
の
新
刑
法
総
別
に
つ
い
て
」
法
律
時
報
四
一
巻
一
一
号
(
昭
和
四
四
年
)
一

O

八
頁
以
下
、
佐
伯
千
偲
「
刑
の
量
定
の
基
準
」
日
本
刑
法
学
会
(
編
)
『
刑
法
講
座
・
第
一
巻
』
(
昭
和
三
八
年
)
一
二
七
頁
以
下
、
内
藤
謙
「
西

ド
イ
ツ
新
刑
法
の
成
立
|
|
改
正
刑
法
草
案
と
の
比
較
法
的
検
討
」
(
昭
和
五
二
年
)
九
八
頁
以
下
、
場
内
捷
三
「
均
衡
(
比
例
)
の
原
則
と
保

北法43(5・13)849
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量刑基準に関する一試論 (2) 

川
と
川
で
は
印
己
ロ
ロ
内
B
z
z
m
=
=
ヨ
己

z
t弓
広
島
市
『
間
三
呂
田
内
吉
口
間
島
市
的
印
門
町
田
島
市
ロ
印
が
田
市
吉
田
S
E
E
S
-
号
ロ
∞
与
邑
B
5
m
母
『
間
三
N
E
E
R
E
S
へ
と
変

更
さ
れ
た
。
ま
た
、
川
と
川
で
は
己
岡
市
戸
口
再
開
『
↓
え
N
Z
E
〉
E
a
z
円
宵
湾
Z
B
E
S
巾
の
巾
印
同
ロ
ロ
ロ
ロ
聞
が
己
お
の
巾
印
】
ロ
ロ
ロ
ロ
同
・
巳
呂
田
巴
凶

ι旬
、
吋
忠
告
『
王
国
丹

と
な
り
、
吉
田
ず
3
0
ロ
己
内
「
内
が
げ
巾
国
O
E
巾
『
印
へ
と
変
更
さ
れ
た
。

(
ロ
)
何
回
。
。
N
-
∞
市
岡
『
巴
ロ
己
=
口
問
(
〉
ロ
g
-
H
H
)
・

ω'
句。・

(
日
)
開
E
m
u
-
P
同
『
E
E
E
四
(
〉
ロ
ヨ
-
H
H
)
'
∞
・
2
・
5
H
こ
の
よ
う
に
六
二
年
草
案
理
白
書
は
、
五
六
年
草
案
二
条
後
段
の
「
刑
罰
は
、
責
任
の
程

度
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
は
、
「
点
の
理
論
」
を
採
用
し
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
妥
当
で
は
な
い
と
し
た
。
し
か
し
既
に

見
た
よ
う
に
(
注
8
参
照
)
、
五
六
年
草
案
説
明
書
に
お
い
て
は
、
二
条
後
段
の
規
定
は
「
点
の
理
論
」
だ
け
で
な
く
「
幅
の
理
論
」
か
ら
も
理

解
可
能
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

(M)
〉
-
Z
2
5〈
J

開
口
Z
Z
「
『
2
ロ
g
∞
門
『
民
間
内
的
巾
門
N
宮
内
F
Z
-
〉
=
間
内
ヨ
巾
5
m
『
寸
2
}

〔
以
下
、
〉
開
と
記
す
〕
-
H
・
〉
己
2
J
Eめ
m
y
N
-
〉
巳

p
z。
。
(
第
一

版
の
翻
訳
と
し
て
、
「
一
九
六
六
年
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
総
則
対
案
L

刑
事
基
本
法
令
改
正
資
料
二
一
号
(
昭
和
四
三
年
)
・
「
一
九
六
六
年
ド
イ

ツ
刑
法
草
案
対
案
理
由
書
」
同
一
五
号
(
昭
和
四
四
年
)
。
)
代
案
の
基
本
的
立
場
に
つ
い
て
、
宝
石
S
F
C
E
E
ロ
(
F
E
E
-
p
a
z
g
B
E
『
2
E

ロ
2
2
∞
守
田
町
四
巾
認
定
E
S
3
・
5
2
・
(
翻
訳
と
し
て
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
パ
ウ
マ
ン
編
著
・
佐
伯
千
畑
山
編
訳
『
新
し
い
刑
法
典
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
』

(
昭
和
四
七
年
)
)
を
参
照
。
代
案
に
関
す
る
我
が
国
の
文
献
と
し
て
、
阿
部
・
前
掲
論
文
(
注
1
)
(
上
)
一
四
頁
以
下
の
ほ
か
、
宮
津
浩
一
「
一

九
六
六
年
西
ド
イ
ツ
刑
法
改
正
対
案
の
刑
事
政
策
的
規
定
に
つ
い
て
L

判
例
タ
イ
ム
ズ
二

O
六
号
(
昭
和
四
二
年
)
二
頁
以
下
、
同
「
西
ド
イ

ツ
に
お
け
る
刑
法
改
正
対
策
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
七
二
号
(
昭
和
四
二
年
)
一
一
一
一
頁
以
下
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
マ
イ
ア

l

/
小
暮
得
雄
・
能
勢
弘
之
「
西

ド
イ
ツ
刑
法
総
則
代
案
を
め
ぐ
っ
て
|
|
ミ
ュ
ン
ス
タ
l
会
議
の
一
記
録

l
l
H
口
臼
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四

O
四
号
(
昭
和
四
三
年
)
一

O
二
頁

以
下
、
四
O
五
号
(
昭
和
四
三
年
)
六
三
頁
以
下
、
四

O
六
号
(
昭
和
四
三
年
)
一
一
一
一
四
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
〉
開
(
〉
ロ
B
-
H
S
-
N
・
〉
=
2
・
・
m
N
。
・

(
時
)
〉
何
(
〉
ロ
自
'
H品
}
4
N
e
〉
三
戸
J
m
N川
Y
H
H
印

な
お
、
一
九
六
七
年
の
ミ
ユ
シ
ス
タ
ー
会
議
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
、
代
案
二
条
・
五
九
条
を
め
ぐ
る
諸
見
解
に
つ
い
て
は
、
話
-
N
g者

∞
。
-
5
2
・

ω
ロ
『
さ
ら
に
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
マ
イ
ア
l

/
小
暮
・
能
勢
・
前
掲
論
文
(
注
比
)
を
参
照
。

(げ
)

M

W

同
・
2
2
r
z
『
回
目
己
】
円
宮
「
∞
q
k
F片
品

g
m
c
E
巾
「
E
目
的
円
吉
印
凶
巾
回
『
巴
『
内
同
戸
市

ω門
「
曲
目
「
2
Z
凶
『
巾
問
。
「
戸
∞
斗
ロ
『
己
円
Z
R
z
m
〈
¥
h
H
(
)
宮
〔
以
下
、
-
切
内
「
同
円
宮
と

記
す
〕
・
的
印
・
〈
包
出
R
E
E
F
E
C
『
三
宮
青
・
0
5
〈
O
『
帥
円
『
『
5
2
己
g
F
2
2
の
2
2
N
m凹

N
E
「
悶
え
O
「
自
己
何
回
∞
丹
『
担
問
『
2
E
Z
5
2
E
巾
∞
可
申
『
I
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説

U
2園
内
印
帥
巴
巴
同

{
2
H
U
-
-
G
-
g
ω
悼
の
∞
こ
N

E叶
0
・
ω
H
N
N
R
さ
ら
に
、
内
藤
・
前
掲
書
(
注
4
)
九
入
賞
以
下
参
照
。
第
一
報
告
書
に
お
け
る
こ

の
部
分
は
、
六
二
年
草
案
理
白
書
に
示
さ
れ
た
五
六
年
草
案
二
条
後
段
に
対
す
る
批
判
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
(
注
ロ
参
照
)
。
な
お
、
特
別
委
員

会
に
お
い
て
も
、
六
二
年
草
案
理
白
書
と
同
様
に
(
注
目
参
照
)
、
刑
罰
は
行
為
責
任
の
程
度
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
代
案
の
規
定
は
「
点

の
理
論
」
の
み
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
て
適
切
で
は
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
代
案
理
白
書
は
「
起
草
者
逮
は
、
行

為
責
任
を
厳
密
に
数
量
化
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
合
意
し
て
い
る
」
(
〉
戸
N

・
〉
=
戸
∞

N

匂
)
と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
児
)
訳
文
は
、
宮
津
浩
一
訳
「
ド
イ
ツ
刑
法
典
」
法
務
資
料
四
三
九
号
(
昭
和
五
七
年
)
に
よ
る
。

(
四
)
こ
れ
は
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
一
項
後
段
が
前
段
の
「
刑
の
量
定
」
の
に
関
連
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
で
、
内
容
上
の
変
更
で
は
な

い
と
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
、
新
総
則
四
六
条
は
川
二
項
前
段
で
、
六
二
年
草
案
の
「
行
為
者
に
不
利
な
事
情
及
び
有
利
な
事
情
」
と
い
う
文

言
の
順
序
を
表
現
上
の
理
由
か
ら
逆
に
変
更
し
、
川
二
項
前
段
と
の
密
接
な
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
二
項
後
段
の
最
初
に
「
そ
の
際
に
」

三
島
巳
)
と
い
う
語
を
挿
入
し
、
川
三
項
で
、
六
二
年
草
案
二
項
前
段
の
「
法
律
上
の
構
成
要
件
で
な
い
限
り
」
と
い
う
部
分
を
独
立
の
規
定
と

し
た
。
一
回
角
田
円
宮
(
〉
ロ
ヨ
・
回
、
吋
)
・
∞
品
『

(
却
)
一
段
後
段
は
、
社
会
復
帰
と
い
う
意
味
で
の
行
為
者
の
再
社
会
化
を
主
た
る
内
容
と
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
罰
金
刑
の
訓
戒
効
果
や

葛
藤
犯
人
に
お
け
る
警
告
作
用
、
自
由
刑
の
社
会
化
阻
害
効
果
を
も
含
む
と
さ
れ
る
。
一
∞
巾
『
E
M
?
ω
A
H
・

(
幻
)
一
∞
2
E
H片
手
口
富
山
、
3
・
ω・
日
・
な
お
、
四
六
条
一
項
の
「
責
任
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
特
別
委
員
会
は
特
に
説
明
し
て
い
な
い
。
六
二
年
草
案

で
は
道
義
的
無
価
値
判
断
と
さ
れ
て
い
た
(
開

E
S
-
∞巾問『

E
E口四・
ω
・。。・)一
U

(
幻
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
で
後
述
す
る
。

論

北法43(5・16)852



「
幅
の
理
論
」

に
つ
い
て

山

い

わ

ゆ

る

「

幅

の

理

論

」

(

∞

立

巾

可

皇

室

F
gコ
巾
)
|
|
責
任
に
相
応
す
る
刑
に
は
「
幅
」
が
あ
り
、
裁
判
官
は

こ
の
「
幅
」
の
範
囲
内
で
予
防
目
的
を
考
慮
し
て
最
終
刑
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解

I
ー
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
に
お

(
幻
)

い
て
通
説
的
地
位
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
応
報
刑
論
と
目
的
刑
論
の
止
揚
を
目
指
す
「
統
合
説
」
か
ら
の
帰
結
と
し
て
、
責
任
主
義
に

量
刑
基
準
に
関
す
る
、

立
脚
し
つ
つ
も
予
防
目
的
に
資
す
る
量
刑
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

』
の
理
論
の
提
唱
者
と
さ
れ
る
の
は
、

ヘ
l
ゲ
ル
学
派
に
属
し
た
ベ
ル
ナ

1
2
-
Z
2
3
J
E『R
F
切
巾
「
口
市
『
)
で
あ
る
。

彼
は
、
刑
罰
理
論
に
つ
い
て
、
応
報
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
威
嚇
や
改
善
目
的
を
も
考
慮
に
入
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
統
合
説
」
を
採
用

(
鈍
)

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
場
合
に
応
報
と
い
う
観
点
か
ら
要
求
さ
れ
る
刑
量
と
威
嚇
・
改
善
と
い
う
観
点
か
ら
要
求
さ
れ
る
刑
量
と
の
問
に

は
、
外
見
上
の
矛
盾
が
生
ず
る
(
い
わ
ゆ
る
「
刑
罰
目
的
の
ア
ン
チ
ノ
ミ

l
」
)
。
そ
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
彼
が
採
用
し
た
の
が
、

(
お
)

現
在
「
幅
の
理
論
」
と
呼
ば
れ
る
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
の
内
容
を
、
彼
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。

量刑基準に関する一試論 (2) 

「
量
(
豆
島
)
の
概
念
は
次
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
量

5
5口
巴
円
さ
は
そ
れ
の
も
つ
質
的
概
念
を
失
わ
ず
に
増
減
す
る
こ

と
が
で
き
る
一
定
の
幅

(ω
立
己

E
Eヨ
)
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
氷
は
零
度
ま
で
は
な
お
氷
で
あ
り
、
水
は
八
十
度
ま
で
は
な
お
水
で
あ

り
、
こ
れ
を
越
え
て
初
め
て
蒸
気
と
な
る
。
ま
た
、
百
頭
の
家
畜
の
う
ち
か
ら
一
頭
を
除
去
し
、
ま
た
一
頭
、
さ
ら
に
一
頭
除
去
し
た
と
し
て
も
、

家
畜
の
群
れ
は
依
然
と
し
て
家
畜
の
群
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
質
を
変
化
さ
せ
な
い
か
ぎ
り
は
も
は
や
量
を
変
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
限
界
点
が
あ
ら
わ
れ
る
。
」
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こ
の
よ
う
な
基
本
的
視
点
を
刑
罰
に
向
け
た
場
合
に
つ
い
て
、

ベ
ル
ナ

l
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「
刑
罰
も
ま
た
、
感
覚
的
な
苦
痛
の
量

2
5
ρ
E
E
E円
含
印
印
戸
口
己
主
再
ロ

F
E
込
町
口
印
)
が
あ
る
程
度
増
減
さ
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
真
の
応
報
、
す

な
わ
ち
正
当
な
刑
罰
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
、
、
民
衆
意
識
は
熟
知
し
て
い
る
。
犯
罪
者
に
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
は
、
ほ
ん
の
僅
か
な



説

も
の
を
付
加
す
る
こ
と
も
除
去
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
も
し
そ
れ
を
行
え
ば
不
正
を
犯
す
こ
と
に
な
る
と
い
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

な
ど
と
は
誰
も
主
張
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
実
定
法
に
絶
対
的
法
定
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
別
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
す
べ
て

の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
る
犯
罪
者
が
一

O
O
二
日
の
重
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
一

O
O
三
日
の
重
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
正
義
の
概
念
や
国
民
の
応
報
意
識
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
応
報
の
量

2
2岡市
-Zロ何回呂田
P
)
は
、
民
衆
意

識
の
中
に
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
民
衆
感
情
が
、
い
や
犯
罪
者
自
身
で
さ
え
『
こ
の
刑
罰
は
重
す
ぎ
る
か
ら
不
当
だ
』
あ
る
い
は

『
こ
の
刑
罰
は
軽
す
ぎ
る
か
ら
不
当
だ
』
と
言
う
に
違
い
な
い
、
あ
る
限
界
点
が
あ
ら
わ
れ
る
。
大
部
分
の
諸
立
法
は
、
最
大
と
最
小
の
聞
に
一

定
の
幅
を
認
め
る
よ
う
な
、
相
対
的
に
確
定
さ
れ
た
刑
罰
規
範
を
も
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
、
異
な
る
観
点
を
考
慮
し
う
る
上
述
の
意
味
で
の
量

(
豆
島
)
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
我
々
は
、
刑
罰
の
思
弁
的
な
概
念
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
し
に
、
諸
々
の
相
対
説
が
正
当
な
応
報
の
限
度
内
で
適
用
さ
れ
う
る
よ

《
刊
U
V

う
な
幅
の
存
在
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
」

自省

以
上
の
よ
う
に
ベ
ル
ナ

l
は
、
立
法
の
段
階
お
よ
び
裁
判
の
段
階
に
お
け
る
「
量
」
の
概
念
が
、
応
報
に
よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
る
「
幅
」

を
も
つ
こ
と
を
主
張
し
、
従
っ
て
量
刑
に
お
い
て
は
、
正
義
の
実
現
と
し
て
の
応
報
か
ら
導
か
れ
る
刑
量
の
「
幅
」
の
範
囲
内
で
、
威
嚇
・

改
善
目
的
を
考
慮
し
て
個
別
的
な
刑
を
定
め
る
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

(お
)

(

m

m

)

山

ベ

ル

ナ

l
の
所
説
は
、
ヒ

y

ペ
ル
(
問
。
宮
『
円
さ
口
百
万
官
一
)
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
ペ

l
タ

l
ス
(
同
町
三
可
え
巾
『
日
)
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル

(
鈎
)

(の

E
丹市『

ω匂
巾
口
弘
己
)
ら
に
よ
っ
て
さ
ら
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
特
に
詳
細
な
理
論
づ
け
を
行
っ
た
の
は
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
量
刑
の
場
合
に
は
、
通
常
は
絶
対
に
正
し
い
唯
一
の
刑
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
具
体
的
な
犯
罪
に
と
っ
て
「
正

し
い
応
報
」
と
な
る
一
連
の
害
悪
の
量
宣
言
河
2
F
巾〈
O

ロ
弓
}
己

Z
Eロ
丹
市
ロ
)
に
応
じ
た
幅
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
不
明
確
さ

は
、
刑
罰
の
内
容
を
実
際
に
確
定
す
る
こ
と
の
困
難
さ
に
基
づ
く
だ
け
で
は
な
く
、
理
論
的
に
事
物
の
本
質
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
、
原
理

的
な
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
裁
判
官
は
、
寛
大
な
処
理
を
な
す
べ
き
犯
人
を
軽
く
扱
い
、
法
秩
序
が
警
戒
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
犯
人
を
重
く
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
と
行
為
者
の
密
接
不
可
分
な
相
互
関
係
を
許
さ
れ
た
範
囲
内
で
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
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き
る
か
ら
で
あ
る
。
自
由
刑
の
特
性
は
、
威
嚇
、
教
育
、
保
安
と
い
っ
た
二
次
的
な
刑
罰
目
的
を
顧
慮
し
、
応
報
原
理
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

(
幻
)

た
幅
の
範
囲
内
で
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
存
在
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
も
、

ベ
ル
ナ

1
の
見
解
を
敷
街
し
、
応
報
の
観
点
か
ら
認
め
ら
れ
る
「
幅
」
を
考
え
、
そ
の
範
囲
内
で

刑
罰
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
刑
の
量
定
を
行
う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

間
学
説
上
展
開
さ
れ
て
き
た
「
幅
の
理
論
」
は
、

(
辺
)

主
要
な
判
例
の
流
れ
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
以
下
に
お
い
て
、

〔

1
〕
連
邦
通
常
裁
判
所
第
五
刑
事
部

一
九
五
四
年
一
一
月
一

O
日
判
決

原
審
で
あ
る
ハ
ン
ブ
ル
グ
陪
審
裁
判
所
は
、
生
後
十
九
か
月
の
娘
に
対
す
る
殺
人
未
遂
と
殺
人
に
つ
い
て
、
被
告
人
を
無
期
の
重
懲
役
に

処
し
た
。
そ
の
際
、
原
審
は
被
告
人
に
著
し
い
責
任
能
力
の
低
減
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
が
、
刑
法
五
一
条
二
項
に
よ
る
裁
量
的
減
軽
を

行
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
が
法
令
違
反
に
あ
た
る
と
し
て
被
告
人
か
ら
上
告
が
な
さ
れ
た
。
上
告
理
由
の
中
で
、
原
審
が
-
般
威
嚇
の
思
想

量刑基準に関する一試論 (2) 

を
考
慮
し
て
い
た
点
が
批
判
さ
れ
た
が
、

「
い
か
な
る
刑
が
責
任
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
正
確
に
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
は
、
あ
る
幅

(ω
古
色
『

E
g
)

が
存
在
し
、
下
限
は
既
に
責
任
に
相
応
す
る
刑
に
よ
り
、
上
限
は
な
お
責
任
に
相
応
す
る
刑
に
よ
り
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
事
実
審
裁
判
官
は
、

上
限
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
彼
は
、
刑
の
程
度
や
種
類
に
お
い
て
、
も
は
や
責
任
に
応
じ
た
も
の
と
感
ぜ
ら
れ
な
い
ほ
ど
重
い
刑
罰
を

科
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
幅
の
範
囲
内
で
ど
の
程
度
の
刑
を
科
す
か
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。
本
件
の
よ
う
に
、
通
常
の
事
例
に
対
し
無
期
の
懲
役
刑
の
み
を
規
定
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
行
為
者
の
責
任
能
力
が
著
し
く
低
減
し
て

い
る
と
き
は
、
無
期
の
重
懲
役
と
一
定
の
有
期
懲
役
が
幅
の
中
に
存
在
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
能
力
が
著
し
く
低
減
し
た
行
為
者
に
よ
る
殺

人
行
為
に
対
し
て
、
一
五
年
の
重
懲
役
が
既
に
責
任
に
相
応
す
る
刑
で
あ
り
、
無
期
の
重
懲
役
も
ま
た
責
任
に
相
応
す
る
刑
で
あ
る
と
み
な
さ
れ

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

本
判
決
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
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説

る
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
事
実
審
裁
判
官
が
こ
う
し
た
場
合
に
、
彼
が
選
択
で
き
る
い
く
つ
か
の
責
任
に
相
応
す
る
刑
の
中
か

ら
、
一
般
威
嚇
の
思
想
に
よ
っ
て
最
も
重
い
刑
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
法
の
適
用
を
誤
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
刑
も
ま
た
幅
の
中
に

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

判
決
が
一
般
威
嚇
の
必
要
性
に
つ
い
て
付
加
的
に
説
明
し
た
こ
と
は
、
陪
審
裁
判
所
が
無
期
の
重
懲
役
を
責
任
に
相
応
す
る
刑
で
あ
る
と
は
考

え
ず
、
結
局
一
般
威
嚇
の
思
想
が
要
求
す
る
と
い
う
理
由
で
こ
の
刑
を
言
い
渡
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
判
決
は
、
陪
審

裁
判
所
が
、
無
期
の
重
懲
役
を
行
為
の
責
任
内
容
に
合
致
し
た
別
で
あ
る
と
み
な
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
付
加
的
な
説
明

は
、
た
だ
、
一
般
威
嚇
の
思
想
が
、
陪
審
裁
判
所
に
対
し
て
、
既
に
責
任
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
よ
り
も
低
い
刑
を
科
す
こ
と
を
思
い
と
ど
ま

A
N
A
V
 

ら
せ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
は
法
の
適
用
を
誤
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
」

論

こ
の
よ
う
に
本
判
例
は
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
の
量
お
よ
び
種
類
を
客
観
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
裁
判
官
は
、
責
任
に
応
じ
た

刑
の
上
限
・
下
限
の
聞
か
ら
、
刑
罰
目
的
を
考
慮
し
つ
つ
自
己
の
裁
量
に
よ
り
最
終
的
な
刑
を
確
定
で
き
る
と
し
た
。
判
例
上
初
め
て
「
幅

の
理
論
」
が
採
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
が
、
た
だ
こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
「
幅
」
に
は
無
期
の
重
懲
役
(
上
限
)
か
ら

か
な
り
広
い
「
幅
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

一
五
年
の
重
懲
役
(
下
限
)

ま
で
が
含
ま
れ
て
お
り
、

こ
か
ら
、
「
幅
の
理
論
」
は
「
限
定
責
任
能
力
者
に
対
す
る
裁
量
的
刑
罰
軽
減
の
法
制
の
も
と
で
、
限
定
責
任
能
力
と
認
め
た
う
え
で
最
高

(
お
)

刑
を
科
す
た
め
の
根
拠
づ
け
と
し
て
登
場
し
た
L

と
い
う
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
判
例
で
は
、
「
一
般
威
嚇
」
を
理

(
お
)

由
と
し
て
最
上
限
の
刑
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。

〔

2
〕
連
邦
通
常
裁
判
所
第
二
刑
事
部

(
幻
)

一
九
六
五
年
八
月
四
日
判
決

原
審
で
あ
る
カ
ッ
セ
ル
地
方
裁
判
所
は
、

四
件
の
強
姦
未
遂
と
一
件
の
狼
察
行
為
未
遂
に
つ
い
て
、
被
告
人
を
軽
懲
役
四
年
の
併
合
刑

(の

2
E広
三

zr)
に
処
し
た
。
被
告
人
に
は
責
任
能
力
の
低
減
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
各
行
為
が
未
遂
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
定
減
軽
に
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よ
っ
て
下
限
を
一
一
一
一
日
と
一
一
日
に
ま
で
下
げ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
検
察
官
は
、
個
別
刑
(
何
百
N
己

的

門

E
主
と
し
て
各
行
為
に
つ
い

て
軽
懲
役
六
月
、
併
合
刑
と
し
て
は
軽
懲
役
一
年
六
月
に
処
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、

さ
ら
に
、
医
療
施
設
へ
の
収
容
を
も
命
ず
べ
き
だ
と
し

た
。
と
こ
ろ
が
原
審
は
、
法
定
減
軽
を
行
い
、

さ
ら
に
酌
量
減
軽
を
す
べ
き
事
情
も
認
め
な
が
ら
、
各
行
為
に
つ
い
て
軽
懲
役
一
年
の
個
別

刑
と
し
、
併
合
刑
と
し
て
は
軽
懲
役
四
年
を
言
い
渡
し
た
。
ま
た
、
被
告
人
の
人
格
の
発
育
段
階
か
ら
み
て
施
設
収
容
は
適
当
で
な
く
、
保

安
目
的
は
刑
の
加
重
に
よ
っ
て
も
達
成
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
保
安
・
改
善
処
分
は
命
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

連
邦
裁
判
所
は
、
被
告
人
の
上
告
を
容
れ
、
責
任
に
相
応
し
た
刑
を
科
す
と
き
に
必
要
と
な
る
収
容
命
令
が
、
行
為
者
の
責
任
に
も
は
や

相
応
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
重
い
刑
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
量
刑
の
基
礎
は
、
法
秩
序
の
侵
害
と
い
う
意
味
に
お
け
る
行
為
の
重
さ
と
、
行
為
者
の
個
人
責
任
の
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
観
点
を
考
慮
し
、

ま
た
相
互
に
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
は
正
し
い
発
見
を
す
べ
き
で
あ
る
。
法
定
刑
は
そ
の
た
め
に
、
そ
の
範
囲
内
で
は
あ
る
刑
が
な

お
責
任
に
相
応
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
一
定
の
幅
を
裁
判
官
に
示
し
て
い
る
(
∞
の
田
辺
ω
e

コmy
斗

'
N
S。
裁
判
官
は
、
そ
の
場
合
、

威
嚇
や
保
安
と
い
っ
た
他
の
刑
罰
目
的
に
も
余
地
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
予
防
目
的
は
正
し
い
刑
を
上
回
る
ま
で
に
考
慮
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
二
次
的
な
量
刑
事
由
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
過
度
の
状
態
を
決
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
な
い
の
で

b
却
。
」

量刑基準に関する一試論 (2) 

本
判
例
も
、
前
述
の
判
例
〔

1
〕

が
い
わ
ば
重
罰
化
の
方
向
で
コ
帽
の
理
論
」
に
依
拠
し
て
い

と
同
様
の
立
場
を
採
る
が
、
判
例
〔

1
〕

た
の
に
対
し
、
本
判
例
で
は
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
を
予
防
的
考
慮
か
ら
上
回
る
こ
と
を
禁
止
す
る
「
歯
止
め
」
と
し
て
「
幅
の
理
論
」
が

援
用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

〔
3
〕
連
邦
通
常
裁
判
所
第
一
刑
事
部

(

明

日

)

一
九
七

O
年
一

O
月
二
七
日
判
決

原
審
の
ハ
イ
ル
プ
ロ
ン
地
方
裁
判
所
少
年
部
は
、
被
告
人
に
対
し
、
未
成
年
者
と
の
同
性
愛
行
為
の
連
続
犯
に
つ
い
て
、
危
険
な
常
習
犯
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説

人
(
岡
市
問
答
ユ
月
F
2
の
2
6
F
5
2
Z〈巾「
σ
『m
n
z
m
『
)
と
し
て
一
年
九
か
月
の
重
懲
役
一
に
処
し
、

さ
ら
に
保
安
監
置
(
∞
斥
F
m
『ロロ岡田〈巾「垣内

WYEロ
問
)
を

言命

命
じ
た
。
検
察
官
は
、
原
審
が
、
保
安
監
置
を
命
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
責
任
に
一
比
し
て
明
ら
か
に
軽
い
刑
を
科
し
た
と
批
判
し
、
上
告
し
た
。

す
な
わ
ち
、
原
審
は
科
せ
ら
れ
る
べ
き
刑
の
一
部
が
同
時
に
言
い
渡
さ
れ
た
保
安
監
置
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、
刑

を
責
任
の
量
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

連
邦
裁
判
所
は
検
察
官
の
主
張
を
認
め
、
前
述
の
判
例
〔
2
〕
を
引
用
し
つ
つ
、
刑
が
責
任
に
相
応
し
た
幅
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
刑
法
改
正
第
一
法
律
は
、
刑
法
と
処
分
の
二
元
主
義
の
体
系
を
維
持
し
て
い
る
。
今
や
法
律
上
の
根
拠
を
も
っ
責
任
原
理
(
一
三
条
一
項
前
段
)

は
、
刑
罰
と
処
分
の
任
務
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
刑
罰
の
様
々
な
機
能
を
考
慮
し
て
行
う
量
刑
の
基
礎
は
、
行
為
者
の
責

任
で
あ
る
。
刑
は
、
そ
の
正
し
い
責
任
の
清
算
と
い
う
使
命
か
ら
、
内
容
的
に
上
に
向
つ
で
も
下
に
向
つ
で
も
解
放
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
(
第
五

立
法
期
間
刑
法
改
正
特
別
委
員
会
議
事
録
二
七
九
五
頁
、
問
委
員
会
第
一
報
告
書
五
頁
参
照
)
。
特
別
の
危
険
性
が
あ
る
た
め
行
為
者
を
責
任
に

相
応
す
る
刑
期
を
越
え
て
拘
束
す
る
必
要
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
自
由
を
剥
奪
す
る
処
分
、
特
に
保
安
監
置
を
命
ず
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
刑

罰
と
処
分
は
、
実
質
的
な
接
触
点
を
異
に
認
。
従
っ
て
、
処
分
命
令
は
、
刑
の
量
定
に
際
し
、
刑
が
責
任
に
相
応
す
る
刑
を
下
回
り
う
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
も
考
慮
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
」

本
判
例
は
刑
法
改
正
第
一
法
律
施
行
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
「
幅
の
理
論
」
は
従
来
と
同
様
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
判
例
〔
1
〕
〔

2
〕

は
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
(
の
幅
)

を
上
回
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
明
言
さ
れ
て
い
た
が
、
本
判
例
は
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
も
下
回
る
こ

と
も
認
め
ら
れ
な
い
旨
を
強
調
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
本
判
例
お
よ
び
判
例
〔
2
〕
で
は
、
判
例
〔
1
〕
と
異
な
り
、
「
責
任
の
幅
」
の
上
限
・

い
わ
ば
消
極
的
な
形
で
、
寸
責
任
の
幅
」
の
範
囲
外
に
あ
る
刑
罰
を
排
除
し
た
も
の
と
評
せ
よ
う
。

下
限
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

(
引
)

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
幅
の
理
論
」

の
内
容
に
つ
い
て
、

ド
レ

1
ア
l
(何
色

E
『仏

0
2
Z『
)
の
説
明
に
従
っ
て
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(
必
)

」
こ
で
整
理
し
て
お
こ
う
。

①
責
任
に
相
応
す
る
刑
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。

②
し
か
し
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
は
、
明
確
に
確
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
、
主
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

③
そ
の
代
わ
り
、
個
々
の
場
合
に
お
い
て
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
の
上
限
と
下
限
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
た
幅
の
範
囲
内
に
、
責
任
に

応
じ
た
い
く
つ
か
の
刑
罰
が
存
在
す
る
。

④
特
別
予
防
・
一
般
予
防
と
い
っ
た
刑
罰
目
的
は
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
の
幅
の
範
囲
内
に
お
い
て
具
体
的
な
刑
を
選
択
す
る
場
合
に
の

み
そ
の
機
能
を
呆
た
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
具
体
的
な
刑
は
幅
の
上
限
・
下
限
へ
と
接
近
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
も
、
最

上
限
・
最
下
限
に
至
る
こ
と
も
で
き
る
。

量刑基準に関する一試論 (2) 

そ
の
後
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
責
任
に
相
応
す
る
刑
を
下
回
る
こ
と
を
認
め
る
に
至
っ
た
。

(

刊

日

)

一
九
八
五
年
一
一
月
八
日
決
定

〔

4
〕
連
邦
通
常
裁
判
所
第
二
刑
事
部

原
審
で
あ
る
ケ
ル
ン
地
方
裁
判
所
は
、

お
と
り
捜
査
に
誘
発
さ
れ
て
麻
酔
薬
法
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
被
告
人
に
対
し
、
同
法
二
九

条
三
項
四
号
の
原
則
的
加
重
事
例
(
特
に
重
い
場
合
)

の
規
定
を
適
用
し
て
三
年
六
か
月
の
自
由
刑
を
言
い
渡
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
連
邦

通
常
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
国
家
の
命
令
に
よ
る
警
察
の
わ
な
が
、
犯
行
を
全
く
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
被
告
人
を
実
行
の
着
手
へ
と
至
ら
し
め
る
決
定
的
な
誘
因
と
な
っ

た
場
合
、
か
よ
う
な
誘
発
は
責
任
と
は
無
関
係
な
量
刑
事
情
と
な
り
、
全
体
評
価
の
中
で
被
告
人
に
有
利
に
作
用
す
る
。
そ
こ
で
は
、
犯
行
を
予

定
し
て
い
な
か
っ
た
者
を
責
任
と
刑
罰
に
巻
き
込
む
と
い
う
、
犯
罪
解
決
お
よ
び
防
止
の
利
益
に
内
在
す
る
特
別
の
危
険
が
現
実
化
す
る
の
で
あ
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説

る
。
被
告
人
が
公
益
の
た
め
に
右
の
危
険
に
曝
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
情
は
減
軽
事
由
と
し
て
も
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
法
定
刑
の
範
囲
内
で
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
罰
を
下
回
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
う
る
。
」

吉満

判
例
〔
3
〕
に
お
い
て
は
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
罰
を
上
回
る
こ
と
も
下
回
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
旨
が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

判
例
〔
4
〕

で
は
、
理
論
的
根
拠
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
と
り
捜
査
に
基
づ
く
犯
行
と
い
う
特
別
な
量
刑
事
情
は
被
告
人
に

有
利
に
作
用
し
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
を

(
法
定
刑
の
下
限
ま
で
)

下
回
る
量
刑
も
導
か
れ
う
る
と
さ
れ
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
責
任
に

相
応
す
る
刑
罰
を
下
回
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
否
か
は
「
幅
の
理
論
」
に
伴
う
一
つ
の
問
題
で
あ
る
が
、
本
判
例
は
「
責
任
の
幅
」
の
下

(
江
川
)

限
を
緩
和
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

凶
学
説
お
よ
び
判
例
上
展
開
さ
れ
て
き
た
「
幅
の
理
論
」
に
対
し
て
は
、
常
に
あ
る
正
確
に
定
ま
っ
た
刑
の
み
が
責
任
に
応
じ
う
る
と

主
張
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
点
の
理
論
」
(
可
ロ
ロ
含

2
z
p
s
g
z
a
の
立
場
か
ら
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。

ガ
ラ
ス
(
者
三
岡
市
-
自
の
と
E
帥
)
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
刑
罰
が
「
正
し
い
応
報
」
と
一
言
え
な
く
な
る
よ
う
な
範
囲
が
明
ら
か
に
な
る
と
し

て
も
、

そ
れ
は
外
見
的
な
幅
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
範
囲
内
に
あ
る
ど
の
刑
罰
も
、
等
価
的
な
制
裁
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ

は
、
近
似
値
と
し
て
の
み
認
識
可
能
な
、
求
め
ら
れ
る
べ
き
刑
の
上
限
と
下
限
を
示
す
に
と
ど
ま
る

l
ー
と
。
同
様
に
ハ
イ
ニ
ッ
ツ
(
何
吋
ロ
印
門

国

2
2
5
も
、
責
任
に
応
ず
る
刑
は
常
に
唯
一
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
が
、
我
々
の
認
識
能
力
が
こ
れ
を
明
確
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
な

(
必
)

い
だ
け
で
あ
る
と
し
た
。

こ
の
考
え
方
を
さ
ら
に
詳
細
に
展
開
し
た
の
が
ア
ル
ト
ゥ

l
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン

2
2
Z
R
-
F
E
E
Eロ
)
で
あ
る
。
彼
は
「
責
任
は
、
形
而

上
学
的
な
現
象
(
巾

g
B巾
S
Z
3
5
F
2
3
P
D
O
B
S
)
で
あ
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
従
っ
て
、

い
か
な
る
理
論
も
絶
対
的
に

正
し
い
刑
に
到
達
す
る
の
に
役
立
つ
よ
う
な
量
の
原
理
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
個
々
の
場
合
に
お
い
て
ど
の
刑
が
正
当
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
は
、
責
任
か
ら
は
、
合
理
的
な
手
段
に
よ
っ
て
一
義
的
に
は
確
定
さ
れ
ず
、
大
部
分
は
伝
統
的
な
量
刑
実
務
の
問
題
で
あ
る
」
と
。
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し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
「
形
市
上
学
的
認
識
の
不
明
確
性
が
、
形
而
上
学
的
対
象
の
不
明
確
性
を
も
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、

「
責
任
量
を
一
義
的
に
確
定
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
責
任
刑
が
確
定
的
な
量
で
は
な
く
、
多
少
の
広
が
り
を
も
っ

『幅』

の
範
囲
内

で
変
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
こ
と
に
な
る
。
結
局
彼
は
、
「
こ
の

(U) 

混
同
し
て
い
る
」
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

『
幅
の
理
論
』

は
、
認
識
論
的
問
題
と
存
在
論
的
問
題
を

た
だ
「
点
の
理
論
」
を
主
張
す
る
に
し
て
も
、
現
行
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条

l
l
責
任
を
量
刑
の
「
基
礎
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
最
終
刑
は

予
防
上
の
必
要
性
か
ら
決
定
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る

1

1
の
解
釈
と
ど
の
よ
う
に
適
合
さ
せ
て
い
く
か
、
と
い
う
問
題
は
残
ろ
う
。
こ
れ
に

の
支
持
者
は
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
を
「
点
」
と
理
解
し
つ
つ
も
、
刑
が
「
そ
の
核
心
に
お
い
て
責
任
刑
に
と
ど
ま

つ
い
て
「
点
の
理
論
」

っ
て
い
る
限
り
で
」
、
す
な
わ
ち
責
任
刑
か
ら
あ
ま
り
離
れ
な
い
範
囲
内
で
、
「
点
」
と
し
て
の
刑
量
を
予
防
的
考
慮
か
ら
修
正
す
る
こ
と
を

(
必
)

可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
「
幅
の
理
論
」
の
側
か
ら
は
、
こ
の
「
点
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
許
容
範
囲
」
が
「
幅
の
理
論
」

(

川

叩

)

の
「
幅
」
と
重
な
る
と
し
て
、
両
説
の
一
致
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(5) 

学
説
の
中
に
は
、
「
点
の
理
論
」
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
「
幅
の
理
論
」
を
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
す
な
わ
ち
、

量刑基準に関する一試論(2) 

一
定
の
責
任
量
を
認
識
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
幅
の
範
囲
を
も
認
識
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ

う
に
主
張
す
る
立
場
も
あ
る
。

ド
レ

l
ア

l
は
、
点
の
理
論
を
、
客
観
的
に
特
定
さ
れ
る
点
は
存
在
し
な
い
と
し
て
否
定
し
た
う
え
で
さ
ら
に
幅
の
理
論
に
も
疑
問
を
示

一
定
の
刑
量
を
客
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
限
界
量
(
の

5
5賞
。

pg)
が

す
。
す
な
わ
ち
、

客
観
的
に
存
在
す
る
と
い
え
る
の
か
全
く
不
可
解
で
あ
る
。
具
体
的
な
行
為
に
対
す
る
刑
の
一
定
量
が
存
在
す
る
こ
と
に
異
議
を
唱
え
れ
ば
、

よ
り
一
一
層
当
然
の
こ
と
と
し
て

一
定
の
限
界
量
が
客
観
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
異
議
を
唱
え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た

と
え
こ
の
こ
と
が
、
客
観
的
に
存
在
す
る
刑
の
一
定
量
を
単
に
主
観
的
に
認
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
と
し
て
も
、

一
{
疋
旦
星
の
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説

刑
を
発
見
で
き
る
よ
う
な
限
界
も
依
然
と
し
て
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、

一
定
の
客
観
的
な
値
の
近
く

に
推
定
的
な
近
似
値
を
見
い
出
す
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
上
限
や
下
限
に
近
づ
く
ほ
ど
値
は
不
確
定
と
な
り
、

一
定
の
限
界

論

値
を
確
定
す
る
の
は
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。
存
在
す
る
の
は
た
だ
、
流
動
的
な
限
界
(
豆
島
市
白
骨
の
「

g
N
S
)
の
み
で
あ
る
。
確
か
に
、

明
ら
か
に
不
当
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
可
能
な
下
限
お
よ
び
上
限
の
刑
量
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ょ
う
。
し
か
し
、
直
接
的

(
卯
)

に
、
幅
の
理
論
の
限
界
値
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ド
レ

i
ア

l
は
、
幅
の
理
論
は
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
の
み

l
ー
換
言
す
れ
ば
、
具
体
的
な
行
為
に
対
す
る
一
定
の
刑

量
は
存
在
し
な
い
と
す
る
点
に
お
い
て
の
み
|
正
し
い
と
す
る
。
彼
は
、
結
局
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
「
量
刑
は
、
裁
判
官
の
創
造
的

な
社
会
的
形
成
行
為
(
印

O
N
E
q
c
z
E
Eロ
拘
留
宮
)
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
自
ら
の
見
解
に
よ
っ
て
、
法
的
共
同
体
に
お
い
て
責
任
に
応
じ

た
刑
と
思
わ
れ
る
、
唯
一
の
特
定
の
刑
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
σ

彼
は
、
幅
の
ま
ま
で
満
足
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

(
日
)

る
」
ト
」
。

(ロ)

以
上
の
よ
う
な
批
判
的
見
解
を
意
識
し
つ
つ
も
、
寸
幅
の
理
論
」
は
今
日
な
お
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
行
為
者
の
責
任
を
量
刑

の
--， (6) 

基
礎
」

と
し

さ
ら
に
特
別
予
防
目
的
を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
現
行
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
一
項
の
文
言
と
も
無
理
な

く
調
和
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
右
に
見
た
よ
う
に
、
元
来
「
幅
の
理
論
」
は
、
応
報
刑
論
と
目
的
刑
論
の
止
揚
を
目
指
す
「
統

合
説
」
の
量
刑
論
に
お
け
る
帰
結
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
応
報
の
観
点
か
ら
要
求
さ
れ
る
責
任
刑
の
範
囲
内
で
予
防
的
考
慮
に
基
づ
い
た

最
終
刑
を
導
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
応
報
刑
論
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
は
、
「
幅
の
理
論
」
も
採
用
で
き
な
い
と
す
る
の
が
一
貫

(

日

)

(

日

峠

)

し
て
い
る
と
も
言
い
う
る
。
し
か
し
ロ
ク
シ
ン
は
、
応
報
刑
論
を
否
定
し
つ
つ
、
責
任
刑
を
目
的
刑
の
観
点
か
ら
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
幅
の
理
論
」

の
正
当
性
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。

彼
は
、
「
点
の
理
論
」

の
論
者
が
、
事
物
じ
た
い
で
は
な
く
「
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
」
を
自
説
の
根
拠
に
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
、
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(
日
)

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
責
任
の
量
に
正
確
に
相
応
す
る
刑
の
量
じ
た
い
は
存
在
す
る
が
、

そ
れ
を
我
々
が
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
だ
け
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
刑
の
量
は
お
よ
そ
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
幅
の
理
論
だ
け
が
量

刑
行
為
の
現
実
性
を
正
し
く
評
価
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
に
応
じ
た
量
刑
は
、

そ
の
行
為
の
故
に
そ
の
者
に
「
ふ
さ
わ
し
い
」
(
〈
句

つ
ま
り
そ
の
者
の
犯
罪
の
重
大
性
に
相
応
す
る
制
裁
を
行
為
者
に
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
侵
害
さ
れ
た
法
的
平
和
を
再
び
確

一
般
人
の
法
意
識
を
強
化
す
る
、
と
い
う
社
会
政
策
的
な
目
的
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
ふ
さ
わ
し
い
」
制
裁

は
、
可
変
的
な
社
会
心
理
的
評
価
、
す
な
わ
ち
法
共
同
体
の
判
断
の
結
果
な
の
で
あ
り
、
刑
の
量
に
関
し
て
は
、
最
初
か
ら
点
と
し
て
決
定

(
日
刊
)

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
一
定
の
幅
を
も
っ
帯
域
(
∞
自
己
σ
「
2
5
に
お
い
て
の
み
経
験
的
現
実
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

全
市
三
)
制
裁
、

立
し
、さ

ら
に
ロ
ク
シ
ン
は
続
け
る
。
刑
の
量
が
少
し
ば
か
り
増
減
し
て
も
、
「
ふ
さ
わ
し
い
反
作
用
」
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
は
ず
の
一

般
予
防
効
果
に
対
し
て
は
、
重
要
な
意
味
は
な
い
。
実
務
経
験
も
学
識
も
豊
か
な
裁
判
官
に
対
し
て
、
あ
る
事
件
で
、

一
O
月
と
二
週
の
自

由
刑
と

一
O
月
と
三
週
の
自
由
刑
の
ど
ち
ら
が
責
任
に
相
応
す
る
量
で
あ
る
か
と
尋
ね
た
と
し
て
も
、
彼
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
責
任
刑
を
な
お
合
理
的
に
発
見
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
結
局
、
刑
の
量
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
僅
か
な
差
を
度
外
視

量刑基準に関する一試論 (2) 

す
る
正
義
感
覚
(
の
2
2
Z
H間

rF定
自

1
5
Pロ
)
に
よ
っ
て
量
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
そ
の
裁
判
官
は
、
九
月
か
ら
一
一
一

月
の
自
由
刑
が
相
当
で
あ
っ
て
、
こ
の
枠
外
に
あ
る
軽
い
制
裁
や
重
い
制
裁
は
、
科
刑
に
お
け
る
統
一
的
基
準
を
危
う
く
し
、
正
義
と
い
う

点
で
損
失
と
な
る
、

と
い
う
こ
と
し
か
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
正
当
な
」
(
コ
ユ
丘
四
)
責
任
刑
は
、
最
初
か
ら
、
九
月
か
ら
一
二
月

(
貯
)

の
期
間
に
相
応
し
、
理
論
的
出
発
点
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
以
上
厳
密
化
さ
れ
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
責
任
刑
も
そ
れ
自
身
に
お
い
て
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
責
任
刑
に
よ
り
判
決
が
社
会
の
側
か
ら
正
当
な
も
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の
と
し
て
承
認
さ
れ
、

一
般
人
の
法
意
識
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
い
う
意
味
で
の
一
般
予
防
作
用
を
有
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
責
任
刑
も
目
的
刑
な
の
で
あ
り
、
「
幅
の
理
論
」
は
「
一
般
予
防
目
的
の
た
め
に
役
立
ち
得
る
よ
う
に
さ
れ
た
責
任
刑
の
適
切
な



説

(
回
)

理
論
的
表
現
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
責
任
刑
は
応
報
刑
論
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

間
と
こ
ろ
で
「
幅
の
理
論
」
を
採
用
し
た
場
合
に
、
川
幅
の
中
で
ど
の
よ
う
に
予
防
目
的
を
考
慮
す
べ
き
か
川
予
防
上
の
理
由
か
ら
「
責

任
の
幅
」
を
上
回
っ
た
り
下
回
っ
た
り
し
て
よ
い
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
ロ
ク
シ
ン
は
次
の
よ
う
に
明
快
な
解

E命

答
を
与
え
て
い
る
。

ま
ず
川
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
最
終
的
な
刑
は
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
一
項
後
段
に
定
め
ら
れ
て
い
る
特
別
予

防
の
考
慮
に
よ
っ
て
の
み
導
か
れ
る
。
問
題
は
一
般
予
防
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
威
嚇
予
防
」
と
「
社
会
統
合
の
た
め
の
一
般
予
防
」
(
責
任

(
印
)

刑
に
よ
る
清
算
的
一
般
予
防
ま
た
は
「
法
の
確
証
」
(
河
内
円

F
Z
σ
2菩
『
巳
口
問
)
・
「
法
的
忠
誠
の
訓
練
」
(
巴

E
Zロ
m
E
F
n
F
E「
2
巾
)
)
に
分

か
れ
る
が
、
前
者
は
法
律
上
の
根
拠
を
欠
き
、
刑
事
政
策
的
理
由
も
薄
弱
で
あ
る
た
め
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
は
刑
が
「
責

任
の
幅
」
の
中
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
(
す
な
わ
ち
責
任
と
均
衡
し
て
い
る
最
下
限
の
刑
に
よ
っ
て
)
既
に
満
た
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
「
責

-
印
)

任
の
幅
」
の
範
囲
内
で
は
、
そ
れ
以
上
に
一
般
予
防
が
考
慮
さ
れ
る
余
地
は
な
い
。

ま
た
川
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
責
任
の
幅
」
を
上
回
る
こ
と
は
責
任
主
義
の
自
由
主
義
的
保
護
目
的
か
ら
当
然
許
さ
れ
な
い
。

下
回
る
こ
と
は
|
|
ド
イ
ツ
刑
法
四
七
条
(
短
期
自
由
刑
の
回
避

-
五
六
条
(
保
護
観
察
の
た
め
の
刑
の
延
期
)

な
ど
の
規
定
の
趣
旨
か

ら
す
れ
ば

l
l
特
別
予
防
的
考
慮
か
ら
責
任
刑
が
具
体
的
な
場
合
に
お
い
て
社
会
化
の
た
め
に
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
と
判
断
さ
れ
る
と
き

(
引
)

に
は
、
「
法
秩
序
の
防
衛
」
(
全
巾
〈

2
5己仲間巳口問己
R
F円
F
Z
R
E
g
m
)
と
い
う
最
低
限
の
一
般
予
防
に
反
さ
な
い
限
り
許
さ
れ
る
、
と
。

も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
帰
結
に
対
し
て
は
、
異
な
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
川
に
つ
い
て
は
、
四
六
条
一
項
が
「
一
般
予
防
」
に

四
七
条
・
五
六
条
の
刑
事
政
策
的
規
定
が
、
刑
穫
の
選
択
に
際
し
て
「
法
秩
序
の
防
衛
」
と
い
う
意

関
し
て
何
も
言
及
し
て
い
な
く
て
も
、

味
で
の
一
般
予
防
の
観
点
を
要
求
し
て
い
る
以
上
は
、
四
六
条
に
お
け
る
刑
量
の
決
定
に
当
た
っ
て
も
そ
の
趣
旨
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
べ

(
位
)

き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
そ
れ
は
司
法
の
機
能
に
対
す
る
重
大
な
危
険
が
存
在
し
、
国
民
の
法
感
情
が
要
求
す
る
と
き
に
限
定
さ
れ
、
こ
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の
場
合
、
例
え
ば
特
に
危
険
で
模
倣
性
の
高
い
犯
行
を
重
く
処
罰
す
る
と
い
う
公
共
の
利
益
が
、
「
責
任
の
幅
」
の
範
囲
内
で
特
別
予
防
的

(
臼
)

考
慮
に
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
川
に
対
し
て
も

1
1
既
に
見
た
判
例
〔

3
〕
の
よ
う
に

|

l
量
刑
に
よ
る
「
責
任
の
清
算
」
を
重
視
し
、
刑
罰
の
責
任
相
応
性
を
厳

格
な
も
の
と
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
(
例
外
的
規
定
が
存
在
す
る
場
合
は
別
と
し
て
)
「
責
任
の
幅
」
を
下
回
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う

(
削
開
)

批
判
が
生
じ
う
る
。
ま
た
、
四
六
条
一
項
の
文
言
に
照
ら
し
て
も
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
の
幅
を
下
回
る
こ
と
は
、
も
は
や
行
為
者
の
責
任

(
防
)

を
「
基
礎
」
と
す
る
量
刑
と
は
言
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

量刑基準に関する一試論 (2) 

(
お
)
「
幅
の
理
論
」
に
つ
い
て
は
、
∞

2
5・
2
2
p
z
g
m
M印ロロ岡田『
R
E
(〉
口
百
円
)
・
的

Nめ
ω『片品角的・・
0
8
刃
包
宮
内
同

2
g
z
p
z
B
B∞ロロ悶(〉口同国
-H)・
ω・

HO印
同
町
一
富
山
富

z
n
F
H
C
B
2
-
H
N
G戸
田
白
白
・
。
目
(
〉
ロ
ヨ
同

)ω
・印。

N同町・〔∞円
F
E
E
S
F
B
3
5
2ユ
巾
と
す
る
〕
・

2
2∞
月
。

H
5・
ω円『但
P
E
B
a
E口問
-
S

C
円
F
Z
ι
q
g
z
p
S門
r
P
5
出血ロ∞

tr-島市『
E
E
g広
島
ロ
寸
「
巾
岳
山
市
戸

(FEE-Mり巾印片岡ち巾

N
E
g
g
-
P
Zコ
回
同
お
き
口
白
血

g
r
E
5・
ω-

A
め

ω同
{
(
翻
訳
と
し
て
、
酒
井
安
行
訳
「
刑
罰
目
的
か
ら
見
た
刑
の
量
定
L

C
・
ロ
ク
シ
ン
〔
宮
浮
浩
一
監
訳
〕
『
刑
法
に
お
け
る
責
任
と
予
防
』

(
昭
和
五
九
年
)
一
一
五
頁
以
下

o
Y
H
J
-
a
z
n
z
p
g昏
S
F
ω
司王『

E
E
5
2ユタ

P
E
E
Z同『
F
R
ロロ且∞円『田町

N
E
E
2
2
Z
E門
町
母
ロ
∞
円
『
白
同
・

5
円
F
Z
2
r『百四巾印巾円
N
S・
g-
間内出ユ

E
与口巾『・

Z
2
5
C
P
Z
E
-
E
2
E
E
P
F
B
喜
-
E『
聞
の
ロ
宅
己
ヲ
ロ
ロ

ι
開
『
ロ
回
同
〉
目
白
色

2
印君。-片岡

(Fgm)-

3
2認
可
広
仲
間
身
者

E
巾
吉
の
三
-
曲
師

NEB
斗
。
の
め

E
2日門担問・

5
寸

ω-m・
3
片
岡
・
(
本
論
文
に
関
し
て
は
、
刑
法
読
書
会
〔
浅
田
和
茂
〕
「
ウ
ィ
ル
ヘ

ル
ム
・
ガ
ラ
ス
記
念
論
文
集
の
紹
介
(
八
)
フ
リ

l
ト
リ
ソ
ヒ
・
シ
ャ
フ
ス
タ
イ
ン
『
幅
の
理
論
、
責
任
概
念
お
よ
び
刑
法
改
正
法
に
よ
る
量
刑
』
」

龍
谷
法
学
二
一
巻
三
号
(
昭
和
五
四
年
)
一

O
九
頁
以
下
参
照
。

)
-
O
E
E
2
ω
胃

E
m
-
-
E「
「
各

2
5
s
g
z
E
与
-
E
E
-
-
宝
E
E
z
gロ

者

S
2・
0
岡
市
『
正
号
ユ
お
宮
伊
『
国
内

N
z
g
z
z口町
-
5
2・
ω・
5
内内
-
u
d
〈回

x
q
c『即日三円
F
C
F
2
f
Z
5・
ω片
『
即
同
巾
匡
呈
∞
司
『

R
Z・
5
∞
斗
-
な
ど
を
参

照
。
我
が
国
の
文
献
と
し
て
は
、
阿
部
・
前
掲
論
文
(
注
1
)
(
中
)
一
頁
以
下
、
大
谷
賓
『
人
格
責
任
論
の
研
究
』
(
昭
和
四
七
年
)
二
九
六

頁
以
下
、
山
火
正
則
「
『
幅
の
理
論
』
と
相
対
的
不
定
期
刑
論
」
法
学
四
七
巻
五
号
(
昭
和
五
九
年
)
七
四
頁
以
下
、
川
崎
・
前
掲
書
(
注
1
)

八
三
頁
以
下
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
堀
内
捷
三
「
刑
罰
目
的
と
し
て
の
『
法
秩
序
の
防
衛
』
の
意
義
」
堀
内
捷
三
H
町
野
朔
H
西
田
典
之
(
編
)

『
判
例
に
よ
る
ド
イ
ツ
刑
法
』
(
昭
和
六
二
年
)
二
四
九
頁
以
下
、
金
津
文
雄
「
刑
法
の
目
的
」
矯
正
協
会
(
編
)
『
矯
正
協
会
百
周
年
記
念
論
文
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さ
れ
る
。

(
お
)
こ
こ
で
参
考
の
た
め
に
、
一
九
五
五
年
一
月
七
日
の
連
邦
通
常
裁
判
所
第
五
刑
事
部
判
決
(
切
の
田
辺
メ
∞
∞
)
を
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
原

審
の
ヴ
エ
ル
デ
ン
地
方
裁
判
所
は
、
被
告
人
に
対
し
て
一
七
件
の
常
習
詐
欺
お
よ
び
一
件
の
横
領
で
重
懲
役
八
年
の
併
合
刑
と
数
個
の
罰
金
刑

を
科
し
た
。
原
審
の
判
決
理
由
に
よ
れ
ば
、
こ
の
併
合
刑
は
裁
量
範
囲
の
最
下
限
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
上
告
審
に
お
い
て
は
第

五
の
詐
欺
行
為
(
こ
れ
に
対
す
る
個
別
刑
は
一
年
六
月
の
重
懲
役
)
に
対
す
る
有
罪
宣
言
及
び
併
合
刑
が
取
り
消
さ
れ
、
原
審
に
差
戻
さ
れ
た
。

差
戻
審
判
決
に
お
い
て
、
第
五
の
詐
欺
行
為
は
中
止
処
分
(
刑
訴
法
一
五
四
条
)
と
な
っ
た
が
、
残
り
の
一
七
件
の
犯
罪
に
つ
き
再
び
重
懲
役

八
年
の
併
合
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
こ
と
が
不
利
益
変
更
の
禁
止
(
刑
訴
法
三
五
八
条
二
項
)
に
反
す
る
と
し
て
被
告
人
は
上

告
し
た
。
連
邦
裁
判
所
は
、
不
利
益
変
更
の
禁
止
に
は
反
し
な
い
と
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
が
、
そ
の
理
由
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
上
告

理
由
は
|
|
絶
対
的
法
定
刑
は
別
に
し
て

l
l
明
確
に
決
定
し
う
る
刑
量
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
否
定
し
て
い
る
。
〔
し
か
し
〕
下
限
は

既
に
責
任
に
相
応
す
る
刑
に
よ
り
、
上
限
は
な
お
責
任
に
相
応
す
る
刑
に
よ
り
限
界
づ
け
ら
れ
た
幅
が
存
在
す
る
。
こ
の
胞
の
範
囲
内
で
ど
の

よ
う
な
刑
罰
が
科
さ
れ
る
か
は
、
事
実
審
裁
判
官
の
み
が
決
定
で
き
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
事
部
が
当
初
の

判
決
で
、
本
来
二
五
年
の
刑
が
妥
当
す
る
一
八
個
の
犯
罪
行
為
に
対
し
て
、
最
下
限
と
み
な
さ
れ
る
八
年
の
重
懲
役
と
い
う
併
合
刑
を
科
し
た

こ
と
は
、
本
来
二
三
年
六
か
月
の
刑
が
妥
当
す
る
一
七
個
の
犯
罪
行
為
に
対
し
て
も
、
そ
れ
以
外
の
一
定
の
事
情
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
適

切
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
地
裁
刑
事
部
が
、
新
た
な
判
決
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
併
合
刑
を
科
し
た
こ
と

は
裁
量
の
濫
用
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
」
(
切
の
図
的
門
戸
∞
∞
∞
三
と
。
こ
の
五
五
年
判
決
と
先
に
見
た
判
例
〔
1
〕
と
は
|
|
い
ず
れ
も
「
幅
」

(ω
立
己
E
Z
B
)
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

i
l
同
一
の
次
元
で
論
ず
る
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
五
四
年
判
決
は

責
任
の
幅
に
予
防
目
的
を
導
入
し
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
に
対
し
、
五
五
年
判
決
は
か
よ
う
に
し
て
導
か
れ
た
宣
告
刑
じ
た
い
に
つ
い

て
、
上
告
審
で
違
法
と
判
断
さ
れ
な
い
「
裁
量
の
幅
」
が
あ
る
と
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
〈
四
一
-
∞

2
5
-
白
血

O
(
〉
ロ
ヨ
N
ω
)

∞-

N
め
叶
同
?
の
2
・
国
広
の
『
岱
ロ
耳
目
5
・
4
巳
2
n
F
Z
『口口町内回一何『ヨ冊目印一四門戸

σ巾戸門戸内「印円『伊
{
N
E
自問団一日己ロ伺吋(【
)
'
v
h
o
m
H
m
w
印∞
-
m

斗
H
h
A
e

(
幻
)
∞
の
出
印
円
N
0
・N
A

凶↑

(
お
)
∞
の
出
∞
円
N
C
-
N
。。
I
N
岱
吋
'

(
却
)
∞
の
白
川
山
門
N
k
f
Z
N
-

本
判
決
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、

出
血
ヨ
ヨ

Z
]
巧
円
。
コ
.
∞
-
N
O
∞斗

量刑基準に関する一試論(2) 
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少
ω
N
H
・
∞
の
国
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N

E

呂
・
的
・

2
0・
∞
の
国

Z
』
者
同
匂
斗
∞
-
∞
-
コ
介
。
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(宕)BGHSt 24，133-134. 

(ヨ)ω.;q' 時JG~G 写字~~...lν， OLG Hamburg NJW 1955， S. 1938; OLG K凸lnMDR 1957， S. 247; BGH MDR 1971， S. 720; 
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(甲)BGH NJW， 1986， S. 1476. *~{~~-fÞ(:\tとがす-(l-，;:> G~ ...lν， BGH StrVert. 1988， S. 296. 
(ヨ)BGH NJW， 1986， S. 1476 

(~) Vgl. Hans Jurgen Bruns， Uber die Unterschreitung der Schuldrahmengrenze aus schuldunabhangigen Strafmilderungsgrun. 

den - nAuflockerung“der Spielraumtheorie?， MDR 1987， S. 177ffや.;q' r版記G~J 剥ド一回心小母会開会 G~昭三 0 ユ ν

笠'き単組53 ・~.~総監i。
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量刑基準に関する一試論(2) 

罰
の
責
任
相
応
性
に
つ
い
て
い
か
な
る
根
拠
の
あ
る
疑
問
も
生
じ
な
い
刑
罰
の
枠
の
範
囲
」

自
由
P
司再三回
5
ロ
(
〉
ロ
ヨ

-Mg唱∞目
4
0
・∞戸

な
お
ベ
ー
タ

i
ス
は
「
幅
の
理
論
」
を
現
実
に
用
い
る
方
法
と
し
て
、
刑
罰
を
ま
ず
応
報
原
理
に
よ
っ
て
幅
の
大
き
さ
と
し
て
枠
づ
け
し
、

そ
の
上
で
予
防
目
的
に
応
じ
て
最
終
刑
を
確
定
す
る
と
い
う
補
充
理
論

2
5
E
E
Z
2
Z
2
5
)
と
、
刑
罰
の
幅
を
ま
ず
予
防
目
的
か
ら
決
定
し
、

そ
の
上
で
正
し
い
応
報
の
程
度
に
よ
っ
て
限
定
す
る
と
い
う
限
定
理
論

B
a
zロ
N
E悶巳
Z
2互
と
に
区
別
し
て
い
る
。
〈
伺
-
・
田
内
白
『
-
F
R
2・

の「巴口《ぜ『
O
Z
2
5
己巾『}ハユ

g
g
m弘司町民同白問。何回
reH
句。。
ω・
同
月
山
印
民
・
さ
ら
に
、
回
『
EEmT
∞門『担問
NEE吊目的信口問的「巾円『円(〉ロ
BH)-m-NA凶
mx-

(
臼
)
シ
ャ
フ
ス
タ
イ
ン
{
司
三
邑
コ
号
待

Z
R印丹市
5
)
も
コ
臓
の
理
論
」
を
支
持
し
、
そ
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
(
印
与
え
砂

E
P
印-
P

。
・
(
〉
ロ
ヨ
-
N
ω
)
ω
H
O三)。

第
一
に
、
「
幅
の
理
論
」
は
、
量
刑
の
合
理
性
及
び
透
視
性

3
2
5
E
Z
E
N
)
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
の
自
己

抑
制
と
、
上
訴
審
の
量
刑
判
決
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
容
易
に
す
る
。
確
か
に
「
幅
の
理
論
」
に
よ
っ
て
も
、
裁
判
所
に
対
し
て
幅
の
上
限
と
下

限
を
判
決
に
明
記
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
判
決
理
由
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
ま
ず
最
初
に
刑
が
責
任
に
相
応
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
次
に
責
任
に
相
応
す
る
枠

(EF自
g)の
中
で
、
一
般
予
防
お
よ
び
特
別
予
防
の
観
点
に
よ
る
考
慮
が
な
さ
れ
た

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
純
粋
に
直
観
的
な
量
刑
は
、
(
旧
)
二
二
条
(
現
行
四
六
条
)
の
意
義
に
反
し
、
量
刑
判
決
に
対
す

る
上
訴
審
に
お
け
る
事
後
審
査
の
可
能
性
を
不
当
に
奪
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

第
二
に
、
「
幅
の
理
論
」
に
よ
っ
て
も
、
「
刑
罰
目
的
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
1

」
を
止
揚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
責
任
の
観
点
か
ら
は
刑
を
加
重

す
る
行
為
事
情
が
、
再
社
会
化
の
観
点
か
ら
は
刑
を
軽
減
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
将
来

に
お
い
て
も
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
点
の
理
論
」
が
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ

l
を
解
決
す
る
た
め
の
基
礎
を
そ
も
そ
も
示
す
こ
と
が
で
き
な

い
の
に
対
し
て
、
幅
の
思
考
(
印
宮
市
}
『

E
g岡市
E
号
巾
)
は
、
量
刑
に
際
し
て
予
防
目
的
に
対
す
る
限
界
を
設
定
し
、
予
防
目
的
が
計
画
的
に
活
用
さ

れ
相
互
に
衡
量
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
責
任
と
予
防
の
関
係
に
つ
い
て
の
基
準
を
有
す
る
。

第
三
に
、
幅
の
原
理
(
∞
三
巴

E
E
E℃ユロ
N壱
)
は
、
旧
一
一
一
一
条
(
現
行
四
六
条
)
に
お
け
る
「
責
任
」
概
念
を
個
別
行
為
責
任
と
す
る
。
そ
し
て
、

行
為
責
任
と
は
無
関
係
な
、
行
為
者
人
格
に
関
す
る
事
情
を
、
幅
を
充
足
す
る
予
防
的
考
慮
の
段
階
に
お
い
て
初
め
て
、
か
っ
そ
の
段
階
で
の

み
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

な
お
、
右
の
第
一
の
点
に
つ
き
、
〈
間
一
-
∞

2
5・∞守田町
N
E
5
2ロ岡田「
R
Z
2
2
H
)・∞
-N∞介

N-百
円

2
3吉
田
P
3
2
M
5ロ
(
〉
ロ
ヨ

-N印
)
ω
N
H
H民
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で
あ
る
と
さ
れ
る
。
〈
包

N
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戸

0
5
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四
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豆
一
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(自)Vgl. Bernd Schunemann， Die Funkt問 Ides Schuldprinzips im Praventionsstrafrecht， in: ders. (hrsg.)， Grundfragen des mo. 

dernen Strafrechtssystems，1984， S. 189-190. (露日五...>J...Jν'ミロ喫 1=岡田正-R111!iliarて弐入ι..~吋一時ト入 fþド~*誕
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~Jυ ・ロ~.入入・~~~蜘(:出m 11抵当!ι。)
(巴)Roxin， a. a. O. (Anm.23) S. 466 

(巴)Roxin， a. a. O. (Anm.23) S. 466. 

(民)Roxin， a. a. O. (Anm.23) S. 467 

(巴)Roxin， a. a. O. (Anm.23) S. 467 -469. 
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(g) Roxin， a. a. O. (Anm.23) S. 469-472. 

('O) Roxin， a. a. O. (Anm.23) S. 472-4 79.V gl. Maurach=Gossel=Zipf， a. a. O. (Anm.l) S. 58lf.; Horstkotte， a. a. O. (Anm.17) S. 

124; Karl Lackner !i13-eine Fehlleistung des Gesetzgebers? in: Festschrit fur Gallas (Anm.23) S. 127. (持縫争<.!2区Jν:!:!'
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=Zipf， a. a. O. (Anm.l) S. 587ff 

(~) Maurach=Gossel=Zipf， a. a. O. (Anm.l) S. 588f. 
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国
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円
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(
〉
口
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H
)

〈
。
『
帥
品
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河
口
-
H
0

・〈開-』町山山内リ『岡市内
r
・即・釦・
0
・(〉ロヨ
-
H
}

∞-斗∞。・

(臼)∞門町担問問印丹市
5
・
白
血
。
・
(
〉
ロ
ヨ
-
N
ω
)

∞‘同()印・

「
位
置
価
説
」
に
つ
い
て

(1) 

近
時
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
量
刑
基
準
に
関
す
る
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、

(
白
山
)

ω
Z同月三宮
g
ユ
内
)
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る

「
位
置
価
説
」

(
ω
E
-
2
5『ヤ
oa・

「
位
置
価
説
」
は
、
量
刑
を
二
つ
の
段
階
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
に
よ
る
狭
義
の
量
刑
(
∞
可
え
宮
宮
市
印
印

E
四
〔
日
刑
量
の
決
定
〕
)

と
、
四
七
条
以
下
に
よ
る
広
義
の
量
刑
|
|
短
期
自
由
刑
の
回
避
(
四
七
条
)

保
護
観
察
の
た
め
の
刑
の
執
行
猶
予
(
五
六
条
)

仮
釈

放
(
五
七
条
)

六

O
条
)

ー
ー
と
に
分
け
、
前
者
に
お
い
て
は
責
任
の
清
算

-
刑
の
留
保
を
伴
う
警
告
(
五
九
条
)

-
刑
の
免
除

(
∞
円
吉
区
宮
田
同
宣
円
『
】
)
と
い
う
刑
罰
目
的
が
、
後
者
に
お
い
て
は
予
防
と
い
う
刑
罰
目
的
が
そ
れ
ぞ
れ
「
位
置
価
」

(ωE-E垣
市
三
(
各
々
の

量刑基準に関する一試論 (2) 

段
階
に
お
け
る
意
義
・
価
値
)

を
有
す
る
と
す
る
。
従
っ
て
、
刑
量
の
決
定
は
責
任
に
応
じ
て
行
な
わ
れ
、

そ
の
後
の
刑
事
政
策
的
諸
規
定

を
適
用
す
る
か
否
か
の
判
断
は
予
防
的
観
点
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

。L

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
「
位
置
価
説
」

の
主
唱
者
で
あ
る
へ
ン
ケ
ル
宮
内
百
三
与
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ESE-)
の
説
明
を
見
て
み
よ
う
。

へ
ン
ケ
ル
は
、
異
な
る
刑
罰
目
的
聞
の
調
整
に
関
し
て
は
、
従
来
の
「
統
合
説
L

や
「
分
配
説
」
よ
り
も
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
た
考
量
が

必
要
で
あ
る
と
し
て
、
自
説
を
展
開
す
る
。
ま
ず
、
刑
量
の
決
定
に
お
い
て
は
、
配
分
的
正
義
論
に
基
い
て
「
原
状
回
復
」
(
宅
芯
骨
品
Ei



説

自
白
円
宮
口
拘
)
目
的
が
問
題
と
な
る
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
た
社
会
的
反
価
値
性
(
印
2
5
Z
C
口
当
岱
三
百

r
5に
応
ず

る
程
度
で
、
犯
罪
者
は
刑
罰
に
値
す
る
こ
と
に
な
る
。
社
会
的
反
価
値
性
の
基
準
と
な
る
も
の
は
有
責
に
惹
起
さ
れ
た
不
法
の
総
体
と
い
う

論

意
味
で
の
犯
罪
者
の

(
行
為
)
責
任
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
刑
量
は
責
怪
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
責
任
に
相
応

し
た
刑
罰
は
、
「
点
の
理
論
」
が
主
張
す
る
よ
う
に
確
定
量
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
責
任
の
上
限
と
下
限
を

「
幅
の
理
論
」
の
理
解
も
正
し
く
な
い
。
結
局
責
任
に
相
応
し
た
刑
罰
は
、
裁
判
官
の
-
評
価
行
為
(
垣
市
『

(m山
)

Z
ロ
宮
島
同
)
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
決
定
さ
れ
る
。

確
定
量
で
表
わ
そ
う
と
す
る

そ
れ
で
は
、
「
予
防
」
目
的
は
、
刑
量
の
決
定
段
階
に
お
い
て
機
能
的
な
位
置
価
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

へ
ン
ケ
ル
は
、
責
任
に
相

応
す
る
刑
を
加
重
す
る
方
向
に
対
し
て
は
、
予
防
目
的
は
位
置
価
を
有
さ
な
い
と
す
る
。

一
般
予
防
目
的
は
、
国
民
の
法
意
識
を
確
保
す
る

と
い
う
意
味
で
は
責
任
に
応
じ
た
刑
を
科
す
る
こ
と
で
達
せ
ら
れ
る
か
ら
そ
れ
以
上
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
し
、
威
嚇
と
い
う
意
味
で
は
他

人
の
犯
罪
の
予
防
と
い
う
行
為
者
本
人
が
負
担
す
べ
き
で
な
い
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
配
分
的
正
義
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。

特
別
予
防
目
的
も
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
よ
り
も
重
い
刑
を
科
す
こ
と
を
正
当
化
し
な
い
。
そ
れ
は
責
任
主
義
に
反
す
る
し
、
再
社
会
化
の

(
同
叩
)

必
要
性
が
あ
る
場
合
に
は
保
安
処
分
に
よ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

反
対
に
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
を
減
軽
す
る
方
向
に
対
し
て
は
ー
|
代
案
五
九
条
二
項
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
|
|
配
分
的
正
義
の
観
点

か
ら
も
、
予
防
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
刑
量
を
決
定
す
る
段
階
に
お
い
て
は
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
量
の

確
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
裁
判
所
に
対
し
て
再
社
会
化
の
予
測
と
い
う
恋
意
的
に
な
り
や
す
い
任
務
を
課
す
こ
と
に
な
る
こ
と
か

ら
、
予
防
目
的
を
考
慮
し
て
刑
の
減
軽
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
裁
判
所
の
裁
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
規
定
が
あ
る
場

合
、
す
な
わ
ち
広
義
の
量
刑
の
段
階
に
お
い
て
、
予
防
的
考
慮
に
基
づ
い
て
、

(
短
期
自
由
刑
の
回
避
な
ど
の
)
刑
の
緩
和
が
行
わ
れ
る
こ

(ω) 

と
に
な
る
。
予
防
目
的
は
、
広
義
の
量
刑
の
段
階
に
お
い
て
の
み
、
機
能
的
な
位
置
価
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
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(3) 

ヘ
ン
ケ
ル
の
主
張
を
次
の
よ
う
に
展
開
し
た
。
ま
ず
、
刑
量
を
決
定
す
る
段
階
で
予
防
目
的
を
考

ホ
ル
ン
(
開
門
W
V
E
『
仏
国
。

E)
は、

一
般
予
防
な
い
し
は
特
別
予
防
の
観
点
に
基
づ
い
て
最
適
な
刑
を

抽
出
す
る
よ
う
な
合
理
的
な
、
経
験
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
基
準
は
存
在
し
な
い
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
基
準
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

慮
す
る
こ
と
は
不
可
能

(E自
S
F
F
)
で
あ
る
。
責
任
の
幅
の
中
か
ら
、

予
防
的
観
点
か
ら
決
定
さ
れ
た
刑
量
が
責
任
の
幅
を
上
回
っ
た
り
下
回
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
、
刑
量
を
決
定
す
る
段
階
で
予

防
目
的
を
考
膚
す
る
こ
と
は
不
当
(
E
ロ
N

三
官
印
有
)
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
来
「
量
刑
」
と
は
有
責
な
不
法
の
重
さ
を
刑
量
と
し
て
表
わ
す
こ

(
初
)

と
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
の
段
階
で
予
防
目
的
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
不
要
吉
田
円
宮
口

O
Z
S
E同
)
で
も
あ
る
。

た
だ
し
刑
量
を
決
定
す
る
段
階
に
お
い
て
は
、
自
由
刑
の
罰
金
刑
に
よ
る
代
替
や
、
保
護
観
察
の
た
め
の
刑
の
執
行
猶
予
な
ど
が
行
わ
れ

も
は
や
責
任
の
重
さ
と
は
無
関
係
に

|

l

「
法
秩
序
の
防
衛
」

の
観
点
が
優
先
す
る
場
合
以
外
は

l
l
特
別
予
防
的
観
点
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
刑
事
学
に
依
拠
し
つ
つ
、

(η) 

経
験
的
・
合
理
的
基
準
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
。

る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
決
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
決
定
は
、

か
よ
う
に
ホ
ル
ン
も
ま
た
、
刑
量
の
決
定
は
責
任
に
応
じ
て
行
わ
れ
、
刑
法
四
七
条
以
下
の
刑
事
政
策
的
諸
規
定
の
適
用
は
予
防
の
観
点

量刑基準に関する一試論 (2) 

か
(4) ら

行
わ
れ
る
Jミ

き

と
を
王
張
す
る
の
で
あ
る

「
位
置
価
説
」
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ク
シ
ン
は
、
批
判
を
次
の
四
点
に
整
理
し
て
い
る
。
第
一
は
、

四
六
条
一
項
前
段
に
基
づ
く
批
判
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
行
為
者

の
責
任
が
量
刑
の
「
基
礎
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
立
法
者
が
、
刑
量
を
決
定
す
る
段
階
で
予
防
的
考
慮
を
行
う
余
地
を
残
そ

う
と
し
て
い
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
第
二
は
、
四
六
条
一
項
後
段
に
基
づ
く
批
判
で
あ
る
。
こ
の
規
定
が
、
量
刑
に
お
い
て
「
刑
が
社
会

に
お
け
る
行
為
者
の
将
来
の
生
活
に
与
え
る
と
期
待
し
う
る
効
果
を
考
慮
す
る
」
こ
と
を
裁
判
官
に
命
じ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
刑
量
を
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決
定
す
る
段
階
で
特
別
予
防
を
考
慮
し
な
い
立
場
と
は
調
和
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
三
は
、

四
六
条
二
項
に
基
づ
く
批
判
で
あ
る
。
こ
の



説

規
定
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
量
刑
事
情
は
、
専
ら
責
任
の
量
を
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
多
か
れ
少
な
か
れ
予
防
の
必
要
性
に
影
響
す
る
も
の

で
あ
る
た
め
、
刑
量
を
決
定
す
る
段
階
で
予
防
に
意
味
を
認
め
な
い
立
場
は
、
こ
の
規
定
と
矛
盾
す
る
。
二
項
の
量
刑
事
情
は
、
明
ら
か
に

論

一
項
に
よ
る
量
刑
に
関
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
第
四
は
、
目
的
論
的
批
判
で
あ
る
。
責
任
の
清
算
と
予
防
と
を
、
量
刑
の
異
な
る
段
階
に

「
配
分
」
す
る
こ
と
は
、
目
的
論
的
に
み
て
疑
問
が
あ
る
。
量
刑
が
刑
罰
目
的
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
量
刑
で
あ
る
の
に
、

四
六
条
に
よ
る
場
合
と
四
七
条
以
下
に
よ
る
場
合
と
で
異
な
る
刑
罰
目
的
を
規
定
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
、
価
値
評
価
の
観
点
を
見
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
。
「
位
置
価
説
」

の
支
持
者
は
、
現
在
の
我
々
の
知
識
に
よ
っ
て
は
、
刑
量
を
決
定
す
る
段
階
で
予
防
的
観
点
を
科
学
的

に
確
実
な
方
法
で
考
慮
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
が
、
予
防
の
観
点
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
具
体
的
な
刑
量
が
、
責
任
の
幅
の
中

で
全
く
恋
意
的
に
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
予
防
的
観
点
の
考
慮
は

l
t
例
え
ば
超
過
禁
止
さ
宮
『
呂
田

P
2
5
2
)

の
原
則
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
|
|
ど
の
程
度
の
刑
が
予
防
的
に
み
て
妥
当
か
が
不
明
な
場
合
で
も
、
裁
判
官
の
判
断
を
困
難
に
す
る
も
の
で

(η) 

は
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
ロ
ク
シ
ン
は
、
「
位
置
価
説
」

は
、
①
広
義
の
量
刑
(
刑
法
四
七
条
以
下
)

に
よ
る
判
断
に
お
い
て
は
、
責
任
の
観
点
は
全
く

意
味
を
も
ち
得
ず
、
専
ら
予
防
的
観
点
の
み
が
基
準
と
な
る
と
し
、
②
刑
法
四
六
条
に
よ
る
量
刑
の
場
合
に
、
責
任
と
無
関
係
な
一
般
予
防

的
考
意
が
刑
の
加
重
を
も
た
ら
す
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
正
し
い
側
面
を
も
っ
と
し
て
い
る
。
①
は
法
律
の
文
言

お
よ
び
制
定
過
程
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
し
、
②
も
四
六
条
一
項
後
段
が
特
別
予
防
の
必
要
性
を
考
慮
す
る
こ
と
だ
け
を
明
文
で
要
求
し
、
ま

(η) 

た
、
今
日
の
理
解
で
は
、
責
任
刑
も
一
般
予
防
を
目
指
す
目
的
刑
で
あ
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
位
置
価
説
と

四
六
条
に
よ
る
量
刑

(
H
刑
量
の
確
定
)
に
お
い
て
、
前
者
が
特
別
予
防
的
考
慮
を
排
除
す

ロ
ク
シ
ン
ら
の
見
解
と
の
根
本
的
な
相
違
は
、

る
5) と
し、

つ
占

存
す
る

と

な
る

し
か
し
、
右
に
見
た
相
違
点
は
、
実
際
に
は
重
大
な
も
の
で
あ
り
、
刑
量
を
決
定
す
る
段
階
に
お
い
て
も
、
特
別
予
防
に
は
重
要
な
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意
味
が
認
め
ら
れ
る
と
ロ
ク
シ
ン
は
主
張
す
る
。

ま
ず
、
シ
エ
ッ
ヒ
が
述
べ
る
よ
う
に
、

(
九
)

一
年
と
五
年
の
聞
の
刑
の
場
合
に
は
、
責
任
刑
と
予
防
刑
と
が
か
な
り
の
程
度
に
一
致
す
る
と
し

る
段
階
づ
け
が
可
能
な
ら
ば
、

そ
の
聞
の
年
数
が
特
別
予
防
上
全
く
等
価
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
特
別
予
防
の
必
要
性
に
よ

(
祁
)

そ
れ
を
責
任
の
幅
の
中
で
考
慮
す
る
こ
と
に
な
る
。

て
も
、
我
々
の
学
問
的
水
準
か
ら
見
て
、

ま
た
、
責
任
の
幅
の
中
で
特
別
予
防
的
観
点
か
ら
刑
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
犯
罪
学
が
必
要
な
処
遇
期
間
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

や
法
的
な
理
由
か
ら
解
明
で
き
な
い
場
合
に
、
少
く
と
も
行
刑
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
が
発
生
す
る
の
を
防
止
し
た
り
弱
め
た
り
す
る
こ

と
を
可
能
と
す
る
。
非
常
に
重
い
犯
罪
に
つ
い
て
、
責
任
の
幅
が
一

O
年
か
ら
一
一
一
年
で
あ
る
場
合
、
す
べ
て
の
刑
量
が
再
社
会
化
の
観
点

か
ら
は
失
当
で
あ
る
と
き
に
(
行
刑
法
三
条
二
項
に
お
け
る
「
有
害
効
果
抑
制
の
原
則
」

3
a
g巳
2
2
5宮
笥

E
号
巳
N
)

か
ら
)

(
初
)

で
は
な
く
一

O
年
の
刑
を
科
す
こ
と
は
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
例
え
ば
お
よ
そ
反
復
す
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
よ
う
な
葛
藤
状
況
か
ら
生
じ
た
殺
人
犯
の
よ
う
に
、
再
社
会
化
の
た
め
の
処
遇

の
必
要
性
が
僅
少
で
あ
る
か
全
く
欠
け
て
い
る
行
為
者
に
対
し
て
も
、
絶
対
的
法
定
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
限
り
は
、
責
任
の
幅
の
下
限

一
二
年

量刑基準に関する一試論 (2) 

の
刑
が
科
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
越
え
る
刑
は
、
行
為
者
の
社
会
に
お
け
る
将
来
の
生
活
に
と
っ
て
有
害
で
あ
り
、
超
過
禁
止

(
行
)

の
原
則
に
も
反
す
る
の
で
あ
る
。

今
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、

{花〉

プ
ル
ン
ス
が
危
倶
し
て
い
る
よ
う
に
、
刑
量
の
決
定
に
お
い
て
予
防
的
観
点
を
考
慮
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
四

七
条
か
ら
六

O
条
ま
で
の
規
定
の
要
件
で
あ
る
刑
期
の
制
限
を
上
回
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
基
づ
く
。
例
え
ば
、

五
六
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
二
年
を
超
え
る
刑
に
対
し
て
は
執
行
猶
予
が
で
き
な
い
た
め
、
責
任
の
幅
が
二
一
月
か
ら
一
五
月
ま
で
で
あ
る
場

~tj去43(5 ・ 39)875

合
に
|

l

「
位
置
価
説
」
の
支
持
者
は
、
責
任
の
清
算
の
観
点
か
ら
の
み
量
刑
を
行
い
、
お
そ
ら
く
幅
の
中
間
あ
た
り
の
刑
量
を
選
択
す
る

で
あ
ろ
う
か
ら

1

執
行
猶
予
は
認
め
ら
れ
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
位
置
価
説
の
支
持
者
が
、
刑
法
四
七
条
以
下
の
判
断
に
お
い
て
は
、



説

そ
の
立
場
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
|
|
彼
ら
の
認
識
で
は

(
乃
)

誤
っ
た
結
論
で
あ
る
の
に

1
1
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
生
ず
る
と
い
う
の
は
、
自
己
矛
盾
で
あ
ろ
う
。

犯
罪
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
予
測
が
行
え
る
と
主
張
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

善也
白岡

ロ
ク
シ
ン
は
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
の
犯
罪
学
の
知
見
を
基
礎
と
し
て
も
、
刑
量
を
決
定
す
る
段
階
で
特
別
予
防
的
考
慮
を
行
う
こ

と
は
実
際
に
十
分
可
能
で
あ
り
、
意
味
の
あ
る
こ
と
で
も
あ
る
、
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

(6) 

右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
位
置
価
説
」
は
、
実
定
法
の
規
定
と
相
容
れ
ず
、
目
的
論
的
構
造
に
も
疑
問
が
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
多
く
の
支
持
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

ホ
ル
ン
は
批
判
的
見
解
に
対
し
て
反
論
を
試
み
、
①
四
六
条
一
項
後
段
は
、

四
七
条
以
下
の
特
別
規
定
の
中
に
解
消
さ
れ
、

そ
の
中
で
精

密
化
さ
れ
る
原
則
と
い
う
機
能
を
も
ち
、
②
四
六
条
二
項
に
お
け
る
量
刑
事
情
の
う
ち
、
行
為
者
の
前
歴
・
一
身
的
及
び
経
済
的
状
態
・
行

為
後
の
行
為
者
の
態
度
な
ど
は
、
広
義
の
量
刑
(
四
七
条
以
下
)
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
③
責
任
刑
が
二
年
を

越
え
る
場
合
に
、
刑
の
執
行
猶
予
を
行
う
た
め
に

l
l
社
会
化
匝
害
作
用
(
開

Z
S
N
E
2
5
5伺
)
を
予
測
し
て
|
|
責
任
刑
を
修
正
す
べ
き

(
町
山
)

場
合
は
ま
れ
で
あ
る
、
と
も
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
反
論
に
よ
っ
て
も
、
刑
量
を
決
定
す
る
段
階
で
特
別
予
防
を
考
慮
す
る
べ

(
創
)

き
で
な
い
と
す
る
命
題
が
積
極
的
に
論
証
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

(
伺
)
「
位
置
価
説
」
に
関
す
る
我
が
国
の
文
献
と
し
て
、
阿
部
純
二
「
量
刑
に
お
け
る
位
置
価
説
に
つ
い
て
」
平
場
安
治
H
平
野
龍
一

H
高
田
車
爾

H
福
田
平
H
大
塚
仁
H
香
川
達
夫
H
内
藤
謙
H
松
尾
浩
也
(
編
)
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
・
第
三
巻
』
(
昭
和
五
九
年
)
一
一
一
一
一
一
頁

以
下
。
な
お
、

ω豆一

E
垣内『界

F
g『
岡
市
は
「
段
階
説
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
(
宮
浮
浩
一
訳
寸
ハ
イ
ン
ツ
・
ミ
ュ
ラ

l
H
デ
ィ

l
ツ
『
刑
罰

の
目
的
と
刑
の
量
定
に
焦
点
を
あ
て
た
責
任
と
予
防
と
の
関
係
』
」
刑
法
雑
誌
二
三
巻
一

H

二
号
(
昭
和
五
四
年
)
九
二
頁
、

c
・
ロ
ク
シ
ン
・

前
掲
害
(
注
お
)
一
四
四
頁
参
照
)
。

(mw)

河内
E
"
ι
n
F
Z
2回目
R
L
・
0
芯

2
1
n
F円
高
べ
∞
可
制
町
内
-

H
山

wmmw-
∞
N
N
l
ω
品・
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ド
∞

(
5・
出
)
的
噌
誕
#

(詔)Henkel， a. a. O. (Anm.67) S. 39-43. 

($) Henkel， a. a. O. (Anmβ7) S. 45-51. Vgl. Wilhelm Gallas， Der dogmatische Teil des Alternaiv-Entwurfs， ZStW 80，1968， S‘ 

1ff. 

(日)Eckhard Horn， Wider die ..doppelspurige“Strafhohenzumessung， in: Gerald Grunwald， Olaf Miehe， Hans-Joachim Rudolphi 

und Hans-Ludwig Schreiber (hrsg.)， Festschrift fur Friedrich Schaffstein zum 70. Geburtstag， 1975， S. 245-247. Vgl. ders.， 

Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch， Bd.l， AT， 5.Aufl.， 1989， ~46 Rn. 33ff 

(に)Horn， Wider die ..doppelspurige“Strafhohenzumessung (Anm.70)， S. 247-279 

ヤ.;c' ~昌嗣息話器恭1言さ跡静:g;~欄訟や士 {!8 与~入>1 " )..l (Heinz Sch凸ch)早J~ rZl 0 V gl. Heinz Sohoch， Grundlage und Wir苧

kungen der Strafe， in: Festschrift fur Schaffstein (Anm.70)， S. 255ff 

(巳)Roxin， a. a. O. (Anm.49) S. 186-192. ロ~，入，\当 F 時'.，.;:l!>¥-'.，.;:lぐ λ ふ会 8州離さ~~く 11 剥-11畔朕 8手話軍 8{! -:Q ~1(\8土足醤首長主E

唱を要q~~ \-，[腿EれJ ヰ~{!.，.;:l 8~持。 ν' 部lヒ進、lcl 嵯;苦手~{!~忠臣持 FJ124き~~謀諜Jν エト(l O Edenda， S. 187. 

(ロ)Roxin， a. a. O. (An叩II川rr瓜I

(~) Sch】凸ch，a. a. O. (Anm.フ71め)S. 264. 

(巳)Roxin， a. a. O. (Anm.49) S. 198-200. 

(記)Roxin， a. a. O. (Anm.49) S. 200-201. 

(仁)Roxin， a. a. O. (Anm.49) S. 201-203. 

(~) Hans-Jurgen Bruns， ..Stellenwerttheorie“oder ..Doppelspurige Strafhohenbemessungリ in:Hans-Heinrich Jescheck， und 

Hans L白ttger(hrsg.)， Festschrift fur Eduard Dreher zum 70. Geburtstag， 1977， S. 261. 

(定)Roxin， a. a. O. (Anm.49) S. 203f. 

(宕)Eckhard Horn， Zum Stellenwert derぬ Stellenwerttheorie<<，in: Festschr凶 furBruns (Anm.49)， S. 165ft. 

(eO) V gl. Karl Lackner， Strafgesetzb町 hmit Erlauterungen， 19. Aufl.， 1991， ~46 Rn. 27; ders.， Uber neue Entwicklungen in der 

Strafzumessungslehre und ihre Bedeutung fur richterliche Praxis， 1978， S. 18ff.; Schonke=Schroder=Stree， a. a. O. (Anm.1) 

~46 Rn. 5; Gunter Spendel， Zur Entwicklung der Strafzumessungslehre， ZStW 83， 1971， S. 226ft.; Reinhart Maurach=Heinz 

(

N

)

相
価
税

1
A吋
い
区
立
掛
櫛
定
咽



説

N
G円
ω同
『
町
民
『
巾

n
F
F
〉
=
岡
市
岡
国
内
田
口
内
『
、
『

2
7
、H
，
g-σ
山
口
色

H
・
叶
〉
ロ
コ
・
・
戸
市
w∞
叶
・

ω・
∞
斗
・

な
お
我
が
固
に
お
い
て
も
、
平
場
博
士
が
、
行
為
者
の
「
犯
罪
後
の
態
度
」
と
い
う
量
刑
事
情
は
刑
量
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
「
処

遇
の
選
択
」
に
つ
い
て
意
味
を
も
っ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
(
平
場
安
治
「
黙
秘
と
量
刑
」
法
律
時
報
三
八
巻
七
号
(
昭
和
四

一
年
)
八

O
頁
以
下
)
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
に
い
う
「
処
遇
の
選
択
」
の
内
容
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第

四
章
第
三
節
参
照
。

論

四

;首

以
上
の
概
観
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
的
見
解
は
、
「
幅
の
理
論
」
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
責
任
主
義
を

維
持
し
つ
つ
、
予
防
目
的
を
も
考
慮
し
た
量
刑
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
現
行
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
一
項
を
前
提
と
す
る
限

り
、
「
点
の
理
論
」
に
依
拠
し
て
も
同
様
の
帰
結
を
導
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
「
幅
の
理
論
」
を
採
用
し
て
も
、
さ
ら
に
「
責
任
の
幅
」

の
範
囲
内
で
一
般
予
防
、
特
別
予
防
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
の
か
、
予
防
上
の
理
由
か
ら
「
責
任
の
幅
L

を
上
回
っ
た
り
下
回
っ
た
り
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
、
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
は
、
刑
法
改
正
作
業
の
過
程
で
主
張
さ
れ
た
、
「
量
刑
に
お
け
る
責
任
主
義
」
の
内

容
に
つ
い
て
の
諸
見
解
(
「
責
任
」
は
刑
罰
の
「
基
礎
」
か
「
上
限
」
か
、
あ
る
い
は
こ
の
原
則
を
応
報
刑
論
か
ら
理
解
す
る
の
か
目
的
刑

(
目
白
)

と
も
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

論
か
ら
理
解
す
る
の
か
)

そ
こ
で
次
節
で
は
、
我
が
固
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
量
刑
基
準
論
を
構
成
す
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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(
位
)
も
っ
と
も
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
責
任
を
刑
罰
の
「
上
限
」
と
す
る
立
場
が
「
点
の
理
論
」
と
一
義
的
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
(
注

日
・
口
参
照
)
。
同
様
に
、
責
任
を
刑
罰
の
「
基
礎
」
と
す
る
立
場
が
常
に
「
幅
の
理
論
」
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、

責
任
と
刑
罰
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
と
、
責
任
に
相
応
す
る
刑
罰
が
い
か
に
量
的
に
表
現
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は

別
個
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
〈
伺
F
Z
E
z
n
F
H自
主
・
白
・
白
・

0
・
2
ロヨ・∞同
)ω
・∞公『目

(
未
完
)

量刑基準に関する一試論 (2) 
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